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産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 

自動車リサイクルＷＧ 

中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイクル専門委員会 

第 45回合同会議 

 

日時 

平成 29年９月 19日（火）10:00～12:00 

 

場所 

大手町サンスカイルーム Ｅ室 

 

議題 

１．自動車リサイクル制度に関する取組状況について 

２．再生資源利用等の進んだ自動車へのインセンティブ（リサイクル料金割引）制度（仮

称）について 

３．平成 28 年度の自動車リサイクル法の施行状況等について 

４．その他 

 

議事録 

○小笠原リサイクル推進室長  それでは定刻になりましたので、これより産業構造審議

会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ

及び中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイクル専門委員会の第 45 回合同会議を開

催いたします。本日は、ご多忙のところご出席いただき、まことにありがとうございます。 

 本合同会議は、両審議会を合わせまして 26名の委員で構成されております。本日は現時

点で 21名の委員にご出席いただいております。 

 産業構造審議会自動車リサイクルワーキングについては 12 名の委員にご出席いただい

ており、定足数である過半数に達していることを報告させていただきます。 

 なお、中央環境審議会自動車リサイクル専門委員会につきましては、定足数の規定はご

ざいません。 

 続きまして、委員の変更について報告をさせていただきます。 
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 まず、川崎市環境局生活環境部、渋谷委員にかわりまして、加藤委員が就任されており

ます。 

 また、新たに委員としまして、早稲田大学、所委員に就任いただいております。 

 次に、本日の欠席委員の報告をいたします。 

 伊勢委員、久米委員、德永委員、松八重委員におかれましては、ご欠席の連絡をいただ

いております。 

 次に、事務局側にも変更がございましたので、紹介をいたします。 

 大臣官房審議官の近藤でございます。 

 同じく大臣官房審議官、室石でございます。 

 それから私、環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室長の小笠原でございます。

よろしくお願いいたします。 

○綱島自動車課課長補佐  続きまして、私、経済産業省製造産業局自動車課課長補佐の

綱島でございます。よろしくお願いします。 

 同じく製造産業局自動車課課長補佐の宇野でございます。 

○小笠原リサイクル推進室長  続きまして、資料につきましては、今回より環境負荷削

減のためのペーパーレス化ということで、お手元のタブレットに保存されております。お

手元に使い方を示した紙をお配りしておりますが、まだ入れない方はいらっしゃらないで

すね。もしご不明な点がありましたら、事務局にお声がけいただければと思います。 

 それでは早速、議事に入らせていただきたいと思います。冒頭のカメラ撮りはここまで

とさせていただきます。 

 それでは、これ以降の議事進行につきましては、永田座長にお願いをいたします。 

○永田座長  皆さん、おはようございます。お忙しい中お集まりいただきまして、あり

がとうございます。 

 それでは早速ですが、議事の方に入ります。 

 本日の議題は、お手元の資料で議事次第というのを開いていただきますと、「自動車リサ

イクル制度に関する取組状況について」以下の３つほど大きな議題が並んでございます。

最後に４番目にその他ということで、それぞれの議題に分けて議論をさせていただければ

と思っております。 

 まず議題の１番目、今申し上げた、自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関

する報告書に基づく対応状況についてということで、事務局の方から説明していただいた
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後、ご議論願いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○泉リサイクル推進室室長補佐  それでは、資料３に基づきまして、「自動車リサイクル

制度の高度化に向けた取組状況について」、ご説明をいたします。 

 まず目次でございますが、２年前にいただいた報告書をもとに３つのパートに分けてご

説明いたします。 

 まず最初に、「３Ｒの推進・質の向上」のパートでございます。 

 スライドの３枚目をお願いいたします。解体業者とメーカーの相互コミュニケーション

についてでございます。取組内容のところで、平成 28年２月 26日に日本ＥＬＶリサイク

ル機構と自動車製造業者等による意見交換会が行われました。両省も加わっての意見交換

会でございます。 

 また、平成 29年８月７日には第２回の意見交換会を開催しております。こちら、解体業

者からはボルト類の使用の統一化、また、フロンガス回収を考慮した低圧バルブの取り付

け位置の改善、また、ワイヤーハーネスを引き抜く際のポイントの統一的な表示、こうい

った意見が集約されつつあるという状況でございます。引き続き解体業者とメーカーとの

意見交換を実施していただきたいと考えてございます。 

 次に４枚目のスライドでございます。「日本自動車工業会ガイドラインの見直し」につい

てでございます。20年ぶりに環境配慮設計に関するガイドラインの見直しを行っていただ

いてございます。旧名称は「リサイクル促進のためのガイドライン」でありましたが、今

回、名称を「３Ｒ促進等のためのガイドライン」と改めていただくとともに、中項目の一

番上にある１．でございますが、「再生資源・再生可能資源の活用」、この横の列が新たに

加わってございます。 

 また、一番右の情報開示の縦の列も新たに加わっておりまして、各メーカーで使用しや

すいガイドラインの改定をしていただいてございます。 

 次にスライドの５枚目でございます。「再生資源利用等の進んだ自動車へのインセンティ

ブ（リサイクル料金割引）制度に係る検討について」。取組内容の２つ目の丸でございます

が、昨年度の合同会議のご審議を踏まえまして作業部会を設置いたしまして、５回開催い

たしました。こちら、詳細は議題２の方でご説明いたします。 

 スライドの６枚目、「自動車補修用リサイクル部品の規格化」についてでございます。Ｅ

ＬＶ機構が経済産業省の委託事業としまして、「リサイクル部品のラベリング規格に関する

ＪＩＳの開発」を平成 27年から 28年度に行いました。こちら、当初はＪＩＳを目指した
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ものでございましたが、部品の状態の判断基準の統一化、こちらがまだの状況であること

から、ＴＳという標準作業書の原案を取りまとめいたしました。今後はＥＬＶ機構が主体

となり、ＴＳ原案をベースとした試験運用を通じて課題の洗い出しを行い、引き続きＪＩ

Ｓ化に向けた取組を行う予定でございます。 

 次に「安定的・効率的な自動車リサイクル制度」のパートでございます。 

 スライドの８枚目、情報発信についてでございます。取組状況を順にご説明いたします。

カタログやＷｅｂページへの掲載情報をメーカーやＪＡＲＣにおいて改善中でございます。

とりわけ、ＪＡＲＣにおいては６月にＷｅｂページの内容を刷新していただいております。 

 次の項目、自動車ユーザーや解体業者向けに「易解体設計の取組」をメーカーが情報提

供を始めてございます。 

 また、引取業者においても、売買取引時に自動車リサイクル制度の説明を強化いただく

という取組が始まってございます。 

 次の３つがＪＡＲＣにおける取組でございますが、各種環境イベントへの参加を強化す

るとともに、その場でのアンケート等の情報取得を実施していただいております。また、

循環型社会の更なる発展に寄与する情報の公開に関するガイドラインを制定いただいてお

ります。 

 また、新たに「広報・理解活動推進室」を設置されてございます。 

 次にスライドの９枚目。不法投棄・不適正保管について、法施行当初から大幅に減って

はございますが、近年、台数は横ばいの状況でございます。それについて、今年度前半に

50 台以上の全事案及び小規模な事案をサンプル的にＪＡＲＣに現地をつぶさに見ていっ

ていただいています。その中でいろいろなニーズがわかってまいりまして、いろいろな規

模の事案を選定いたしまして、未然防止、知見の提供、環境調査、こういった項目につい

て自治体のニーズにあわせた支援をモデル的に実施したいと考えてございます。また、そ

の後、モデル事業の結果を踏まえ、他事案への適用を検討したいと考えてございます。 

 次のページに、現在の不適正保管の状況をまとめてございます。現在、不適正保管は

4,200 台程度ございまして、事案の把握がまだ終わっていないものが 600 台程度、また、

一旦は生活環境保全上の支障がないと判断されて指導継続中であるもの、これが 3,000台

程度ございます。こちら、状況が変化して生活環境保全上の支障が出てくるものもあろう

かと思いますので、環境調査、こちらが非常に自治体の負担になっているとも聞いており

ますので、そちらを支援したいと考えてございます。また、赤字で書いてございます「未
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然防止」と「知見の提供」、こちらも自治体ニーズに合わせて支援をしていきたいと考えて

ございます。 

 次のスライド 11枚目に不法投棄の状況を書いてございます。こちら、おおむね 600台で

ございまして、先ほどと状況はほぼ同じで、事案の把握が終わっていないもの、また、行

為者への指導中であるもの、こういったものが多いという状況でございます。 

 次にスライドの 12 枚目、自治体による監督・指導の環境作りについて。取組の①でござ

いますが、自治体担当者への研修会を始めました。国・ＪＡＲＣ・自動車再資源化協力機

構で、今年度下期から全国８ブロックで研修会を実施してまいります。 

 ②でございますが、「自動車リサイクル情報システム等を活用した情報提供」についてで

ございます。自治体の方から立検時の指導例などをまとめてほしいというご依頼もいただ

いていまして、情報集を自治体のみが見られるページに掲載しております。 

 また、３つ目の黒い丸でございますが、監督・取締りに必要な情報、また、長期遅延の

状況、不適正処理が疑われる業者の状況、こういったものをＪＡＲＣから自治体等に情報

提供を実施しております。 

 また、③でございますが、最近増えている外国人事業者とのコミュニケーション支援の

ため、５か国語を併記したマニュアルを作成・配布してございます。 

 次にスライドの 13枚目、「リサイクル料金の余剰部分の拠出に係る仕組み」についてで

ございます。昨年度の合同会議において、①各社において、中長期的な収支均衡を目指し

て管理、②各社において自動車リサイクル高度化に資する公的な事業の実施、③で、公的

な事業を行う外部基金を設置して拠出と、３つに整理をいただきました。取組の内容とし

ましては、今年度、個社において公的事業を実施しているものが、本田技研工業のリチウ

ムイオンバッテリーの高度リサイクル技術の開発でございます。 

 次のスライドに外部基金の状況を記載してございます。自動車リサイクルの高度化に資

する公的な事業を行う基金をメーカー共同で設置いたしました。今年度、資源スキーム確

立のための実証、素材選別技術の調査、新素材のリサイクル技術開発、周知活動支援等に

ついて公募しておりまして、９月下旬に採択事業を決定し、10月以降、事業実施予定でご

ざいます。 

 一番下に公的事業の流れを書いてございまして、今年度 10月から事業を実施するととも

に、次年度の公募テーマを決定し、事業公募、決定まで来年度やりたいと考えてございま

す。 
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 次に、「自動車リサイクルの変化への対応と国際展開」のパートでございます。 

 スライドの 16 枚目に、次世代自動車について書いてございます。後ほど、詳細を資料６

－２でご説明いただきますが、リチウムイオンバッテリーについて、メーカー回収スキー

ムを構築しているという状況でございます。 

 環境省においても実証事業を、リチウムイオン電池、ＣＦＲＰを対象として実施してお

ります。今年度の実証事業を下にご参考に書いてございまして、リチウムイオン電池につ

いてが３件、ＣＦＲＰについてが２件ございます。また、先ほどご説明しました高度化財

団においても新素材に関する技術開発を今年度以降実施予定でございます。 

 最後、17スライド目でございますが、国際協力・関連事業者海外進出の関係で、経済産

業省においてＦＳ調査が東南アジアにおいて行われております。28年度事業についてはミ

ャンマー国の自動車リサイクル事業、また、ベトナムのオイルリサイクルシステム、この

２件についてＦＳ調査が行われております。 

 ご説明は以上になります。 

○永田座長  どうもありがとうございました。それでは、この件に関しましてご議論を

いただきたいと思っています。ご意見のある方、これまでもそうさせていただきましたが、

ネームプレートを立てていただけますでしょうか。順次こちらから指名させていただきま

す。よろしいでしょうか。それでは鬼沢さんの方から回らせてもらいます。 

○鬼沢委員  今ご説明いただいたスライドナンバー３番のところで、意見交換会をして

いるというご報告がありました。これはとてもいいことだと思うのですけれども、先ほど、

１件は報告がありましたが、今までしていなかった意見交換会をしたことで、より新たに

いろいろ課題が見えてきたこと、今後、それをどのようにして、より質を高めていくかな

ど、どちらかにご回答いただけたらと思います。 

 それからもう１点、スライドの 11、12のところで、事案の把握がまだできていないとい

うご報告がありましたけれども、この事案の把握はいつごろをめどにわかる予定になって

いらっしゃるのか、お聞きできたらと思います。 

○永田座長  今のは不適正保管とか、不法投棄の話でしょうか。 

○鬼沢委員  そうです。 

○永田座長  わかりました。小林さん、どうぞ。 

○小林委員  私はスライドのページ 14 についてご質問をさせていただきたいと思うの

ですけれども、ここで外部基金における公的事業の実施状況についてご説明いただいたの
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ですが、公益認定取得後と書いてあるのですけれども、この時期的な見通しというのがわ

かれば教えていただきたいのですけれども。よろしくお願いします。 

○乗田委員  ひょっとしたら次のパートになるかもしれないのですが、もしそのときは

その後でお答えいただきのですが、スライドで申しますと５番でございます。３Ｒの推進・

質の向上で、インセンティブで、リサイクル料金の割引があります。皆さんご覧になった

と思いますが、本日、たまたま日刊工業新聞に、再生プラスチック使用の車が浸透するに

つれて、リサイクル料を免除しようという環境省、経産省の認定のお話が出ています。資

料を読ませていただいて、この４にある、前の委員会からお願いしていたのですが、３Ｒ

の推進という中で、マテリアルリサイクルの中で、再生プラスチックに加えガラスについ

ても検討いただきたいというお願いもしております。昨年までの委員会で、ガラスについ

てはちょっと時期尚早というか、技術的な問題があるとの判断でした。Car to Carになら

ないというご説明をいただいておりますが、私、ガラスについても今後の検討課題として、

３Ｒの推進という観点からは十分審議いただいてもよろしいのではないかと思っておりま

して、それについて経産省、環境省の方から、あるいは技術的な方からご回答いただけれ

ばと思います。 

○佐藤委員  不適正保管・不法投棄のところのスライドですが、現在、4,200 台以上の

不適正保管が確認されているということです。この確認方法が、網羅的になっているのか、

それとも、実はこれ以上、まだ潜在的にあるのかという点を伺いたいと思います。 

 また、今年の廃棄物処理法で、いわゆるミックスメタルの保管場所について事前届出を

するという規制ができましたが、これは自動車リサイクル法や廃自動車の不法投棄に関し

ては影響があるのでしょうか。廃自動車の不法投棄に適切に法の網をかけていくというこ

とが必要なのではないかと思いますが、その点についてどうお考えなのかということを伺

いたいと思います。 

○大塚委員  単なる質問で恐縮ですが、13 ページのところで、「①を基本としつつ」と

いうことですが、この①の「各社において、中長期的な収支均衡を目指して管理」という

のは、特に例は挙がっておりませんが、これは各社でおやりになっているということでし

ょうかというのが１つと、この①から③に関しては、法令としてはどこを根拠にされて運

用されているかを教えてください。 

○永田座長  今のは基金の話ですよね。13ページですね。 

○大塚委員  余剰金の利用の話です。 
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○永田座長  わかりました。赤穂さん、どうぞ。 

○赤穂委員  資料６の自動車補修用リサイクル部品のＪＩＳ化について、「断念した」と

いう言葉が随分強いなと思いましたが、まず何が課題で今回ＪＩＳ化ができなかったのか。

今後、その課題を乗り越えるためにはどういうことが必要で、実際のＪＩＳ化のめどとい

うのがいつぐらいになるのかということが、もしわかっていれば教えていただきたいと思

います。 

○井村委員  不法投棄と不適正保管に関するご質問でございますが、現在、不法投棄、

あるいは不適正保管がされている自動車につきましては、法に基づきまして関係行政機関

に対して照会して、その所有者の特定というのをしているわけなのですけれども、軽自動

車の場合は軽自動車検査協会の方に所管が移りますので、こちらは行政機関ではないとい

うことになりますので、なかなか照会をしても、その所有者等が特定できない、教えてい

ただけないというような実情がございます。この点について、どういった対応をお考えに

なるのかということを教えていただきたいと思います。 

○酒井（康）委員  私も不適正保管と不法投棄の件なのですけれども、不適正保管と不

法投棄の線引きというか、どういう基準をもって不適正保管とか不法投棄というふうにみ

なされているのかということ。私どもは、一般的にいうと、車を運転していますと、例え

ば廃業した中古車業者さんがそのまま在庫を放置してあって、これは不適正に保管されて

いるのかなと見える場合もありますし、中には、主に田舎かもしれませんけれども、地方

では整備業者さんが車を保管されて、そこから部品取りをされているというようなことも

見受けられます。そういったものも不適正保管に含まれてカウントされているのかどうか、

教えていただければなと思います。 

○永田座長  どうもありがとうございました。一旦ここで切らせていただいて、もう１

回、回しますので。それでは、環境省、経産省、両省の方から、今ご質問のあった内容、

あるいはご意見の内容についてコメントしてください。 

○泉リサイクル推進室室長補佐  まず鬼沢委員からのご質問の意見交換会についてでご

ざいますが、こちら、これまであまり解体業界の意見が集約化されていなかったのが集約

されてきたということがいいことかなと思ってございます。もし補足があれば、酒井委員

からも後ほどお願いできればと思います。 

 11、12ページの事案の把握がいつごろかということなのですが、まさにそれぞれ事案に

事情がございまして、所有者の不適正保管の方と連絡がなかなかとりづらい状況だとか、
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そういったニーズも細かく今回拾い上げて、アドバイス、知見の提供、今、ＪＡＲＣにか

なり知見がたまってございますので、そういったものを提供したりとか、他事例をご紹介

したりとか、そういったことで対応していきたいと考えてございます。 

 小林委員からご質問いただきました公益認定の時期についてでございますが、こちらは

現在、内閣府の方と調整をしているところでございまして、近々というふうに聞いてはお

ります。 

 次に乗田委員からご質問いただきましたガラスの関係でございます。14スライド目の白

い四角の中の３つ目の黒い丸のところに、「精緻解体や分別の徹底に取り組む解体業者等に

おいて、経済性やＡＳＲ発生量の抑制効果の検証を行うモデル事業についてもこの仕組み

の中で今後実施予定」と書いてございまして、ガラスについてはこの中で取り上げていき

たい、ほかの素材と同時に捉えていきたいということを考えてございます。 

 佐藤委員からご質問いただきました、潜在的な不法投棄、不適正保管事案があるのかと

いうご質問で、可能性としてはあると考えております。そういったものを調査する手段が

あり得るのかということを、ＪＡＲＣにおいて少し検討を始めているという状況でござい

ます。 

 また、雑品スクラップの関係で、自動車部品について対象になっていないのではという

ことでございますが、仮に雑品スクラップのヤードに自動車の部品等が入っておりました

ら、そこが規制対象であれば、その雑品スクラップの中の自動車部品についても管理がで

きるようになるのではないかというふうに少し考えてございます。 

 大塚委員からご質問いただいた余剰金のところで、各社で管理されているのかというこ

とと、また、合同会議の整理の①から③が法令でどう整理されているのかということでご

ざいますが、自動車リサイクル法には、リサイクル料金の余剰部分についての規定がござ

いませんで、まさにそこについて望ましい使い方というのを整理させていただいたという

ふうに考えてございます。 

 井村委員からご指摘の軽自動車については、今日初めてそういった状況を伺いましたの

で、また検討、整理させていただきたいと考えてございます。 

 酒井委員からございました、不法投棄・不適正保管とどういうふうに判断しているのか

ということでございますが、こちらは、一義的には使用済み自動車の判別ガイドラインに

則って各自治体において判別されて、それを報告いただいて、上がってきているものを集

計しているということでございます。 
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○綱島自動車課課長補佐  赤穂委員からご指摘のございました、資料６ページのリサイ

クル部品にどういう課題があって、今後の見通しというところでございますが、課題とし

て特に、例えば使用年数に関しては、リサイクル券がそのエビデンスとして活用可能であ

るということがわかったのですけれども、例えば走行距離ということに関しては、なかな

かエビデンスというか、対応というのが難しいということがわかりまして、そういったと

ころで、今年度というのは断念をさせていただいたのですけれども、今後いつまでにとい

うことは、具体的には、この場で申し上げることはできないのですけれども、ＪＩＳ化に

向けた取組というのは非常に重要だと考えていますので、できるだけ早く実証事業を通じ

て取り組んでいきたいと考えております。 

○永田座長  よろしいでしょうか。一通りご質問にはお答えしたかなと思っています。

追加でまだご質問のある方、おられましたら、名札を上げていただけますか。どうぞ、吉

田さんの方から回します。 

○吉田委員  12ページのコミュニケーションについて、外国人に配布、翻訳した資料と

いうふうにあるのですけれども、今、例えば翻訳ソフトとか、いろいろ開発されていて、

単に印刷して配る以上にいろいろなことができるとは思うのですけれども、どういうとこ

ろまで周知していって、あるいは理解を求めるといったものが望ましい段階というふうに

お考えで、それに向かって何か方策等、現時点で考えられているかどうかをお聞きしたい

のですが。 

○大塚委員  リサイクル料金の余剰部分は、自動車の購入者から得たものなので、法令

の根拠は今後つくっていただいた方がいいかなという感じがいたしますので、ぜひご検討

いただければありがたいと思います。 

○大石委員  17 ページの自動車リサイクルに係る国際協力のところなのですけれども、

こちらの方は今までもメーカーさんがリサイクルの技術者を東南アジアなどに派遣してと

いう話は聞いていたのですけれども、この調査の結果、今後、国として何か対応をさらに

進めるのか、また、今年度はどのようなことを行っているのか、わかれば教えてください。 

○永田座長  よろしいでしょうか。この議題に関しては、この辺で打ち切りにさせてい

ただきますので。 

○泉リサイクル推進室室長補佐  吉田委員からのご質問でございますが、現在、自治体

からニーズとしてあるのが、立入検査に行った際に指導しても、作業員の方たちに通じな

くて、立入検査のときの指示や作業マニュアルを各国語に訳してもらいたいということで
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したので、まずはそこへの対応と考えてございます。今後のお話、今いただきましたので、

それについてもしっかり検討していきたいと思っております。 

○綱島自動車課課長補佐  大石委員からご指摘がございました、まず１つ目、国として

どういうことを今後やっていくのかということですけれども、当然、メーカーさんの方で

いろいろと実証事業とか、取組というのは充実してきていると思うのですけれども、大事

なのはその国の政府が制度としてどういうふうなリサイクル制度を整えていくかというと

ころだと思いますので、この前は韓国ですとか、今週ですと台湾ですとか、そういった政

府関係者の方々とも意見交換する機会とかもあるので、そういったことを通じて、具体的

に今後どうやっていくかというのは話し合っていきたいと考えております。 

 今年度の取組としては、当省でも別の課、リサイクル課の方で、タイの実証事業のよう

なものもやる予定がございますので、そういったところを通じて、今後も東南アジア中心

に見ていきたいと考えております。 

○永田座長  よろしいでしょうか。いろいろご意見を頂戴しました。ちょっと私が気に

なっているのは、さっき出てまいりました 13ページ、14ページあたりの話でしょうかね。

特に 14 ページの方で、13 ページの方は大塚さんが指摘された事項でもございますが、こ

のリサイクル高度化財団かな、余剰金というものに関しての考え方なのですが、この制度

設計当初から、このリサイクル料金で余ったお金、所有者から出していただいたお金、こ

れはある意味、公的なといいますか、所有者にお支払いいただいたものなので、そう勝手

に使えるお金ではないのだという認識はあったかと思っております。 

 そういう意味では、この自動車リサイクル高度化財団につきましても、ただここに書か

れたような内容でご報告いただくのではなくて、これの取り決めがどうなっているのだと。

定款というのでしょうか。そういうものだとか、実態としてどういうことをやろうとして

いるのかというようなこと、もし決まっているのだったら、ここの場で出していただいた

方がよかったかなと今ちょっと思っているところでございまして、今後もそういう対応を

していっていただきたいなと思っています。これ、公的な場で審議されたり、あるいは議

論されたりということがない資料として出てきちゃっているのではないかという印象は受

けておりますので、そういう対応をぜひ事務局の方にはお願いをしておきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

 それでは、次の方に参らせていただきます。次が議題の２番目で、「再生資源利用等の進

んだ自動車へのインセンティブ制度（仮称）」についての説明をしていただいた後、議論し
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てまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○泉リサイクル推進室室長補佐  それでは資料４－１に基づきまして、「再生資源利用等

の進んだ自動車へのインセンティブ（リサイクル料金割引）制度骨子」の概要をご説明い

たします。こちらは資料４－２の概要版になってございまして、本日はこちらのみ使って

ご説明をさせていただきます。 

 スライドの２枚目でございますが、制度の目的・波及効果について、このスライド以降、

記載をしてございます。下の白い四角の中で、２年前の合同会議の報告書を抜粋しており

ます。１つ目の黒いポツで、２Ｒについて記載がございます。また、２つ目のポツで、Ａ

ＳＲの再資源化に係るユーザー負担低減について記載がございます。３つ目のポツに、ユ

ーザーによる環境配慮設計や再生資源利用の進んだ自動車の積極的な選択を促すような情

報発信を行うとともに、特預金等の活用によるユーザーへのインセンティブ等のあり方に

ついて検討を行うべきということが記載されてございます。 

 スライドの３枚目でございますが、３Ｒの推進・質の向上に向けては、再生資源の利用

拡大、環境配慮設計の推進が重要でございますが、再生資源について、その利用は必ずし

もユーザー選択に結びついていない。また、環境配慮設計についても、それが進んでいる

自動車が必ずしもユーザー選択に結びついていないという状況でございます。 

 また、１台当たりのＡＳＲ発生量の推移は下の左側のグラフでございますが、近年横ば

いとなってございまして、ＡＳＲの組成については右側の棒グラフでございますが、プラ

スチック、ゴム、繊維類、それから５㎜の篩いを通過したもの、これはほぼガラスでござ

いますが、こういった組成となっており、現在、７割近くがサーマルリカバリー、スラグ

として 10％が路盤材等に使われておるという状況でございます。 

 そういった状況を踏まえ、スライドの４枚目、制度の目的としまして、再生資源利用等

の進んだ自動車にインセンティブを与え、ユーザーによる選択意識向上を促すことで、自

動車における３Ｒの高度化を加速することといたしました。 

 波及効果としましては、左側の方に、インセンティブを与えてユーザーによる選択意識

向上というところがございます。そこで右側のループ図に移りまして、そういった車の購

入、車の製造、そして再生資源利用及び環境配慮設計の促進、そしてノウハウ蓄積、コス

ト低下、再生資源利用の高度化・拡大といったループを経て、上の方に「想定される効果」

と書いてございますが、天然資源の消費量削減、また、環境配慮設計、易解体が進むこと

によって、解体高度化によりリユースが促進される。また、リサイクルの質の向上。そし
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て、ＡＳＲの発生量削減によるリサイクル料金の引下げ、こういった効果があると考えて

ございます。 

 ５スライド目に検討体制を書いてございます。昨年度の合同会議の審議を踏まえ、村上

先生を座長とした作業部会で議論を５回開催して行いました。 

 ６スライド目以降が制度の概要でございます。本制度においては、再生プラスチックに

着目するということを書いてございます。利用の高度化により、ＡＳＲ削減によるユーザ

ー負担の軽減が期待できるということ。また、温室効果ガス排出等の関係も深いというこ

とでございます。 

 ２つ目の白い丸でございますが、現在、新車への再生プラ及び使用済自動車由来の再生

プラの利用が非常に限定的であるという状況を踏まえまして、当面は再生プラスチックを

利用する環境を整え、徐々にＥＬＶ由来のプラスチック利用を増加させていきたいと考え

てございます。 

 とりわけ、平成 29年５月のＰＯＰｓ条約において、デカＢＤＥが廃絶対象物質となった

ということを踏まえ、メーカーから解体業者等への関連業者に情報伝達を実施するととも

に、本制度の中では、後ほどご説明いたします実証事業の中で有害物質が含まれていない

ことの確認をしっかりしていきたいということを考えてございます。 

 ７スライド目でございますが、本制度の対象車種としましては、再生資源利用が進んで

おり、かつ、環境配慮設計が進んだ車種を対象としたいと考えてございます。 

 車種開発のスケジュールを考慮しまして、３～４年程度、基準は継続し、基準や項目の

見直しに当たっては２～２年半前には公表することを考えてございます。 

 再生資源利用の基準についてですが、１つ目の白い丸で、制度開始の当初は、ＥＬＶ由

来の再生プラについては使用していること。そして、その部位の一部を公表していること

を条件とするとともに、使用済自動車由来以外も含めた全ての再生プラについて基準値を

設けたいと考えてございます。 

 次の丸でございますが、その制度開始から３～４年後の最初の基準見直しの際に、ＥＬ

Ｖ由来の再生プラについて基準値を設けるとともに、全ての再生プラについても基準値を

改定するということを考えてございます。 

 次のページに、環境配慮設計の確認項目について記載をしております。環境配慮設計に

ついては以下の矢印の３つを確認することを考えてございます。 

 １つ目が、先ほどご説明しました自工会のガイドラインに沿って全ての項目を評価して
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満たしていることを公表しているということでございます。 

 ２つ目に、とりわけ３Ｒ促進に重要な部位やリサイクルビリティにかかわる素材の有害

性・有毒性について関係事業者等にしっかり情報開示がされていること。 

 ３つ目として、新冷媒を採用しており、エアバッグ類一括作動に対応していること。こ

ちらを確認したいと考えてございます。 

 また、２つ目の白い丸に、開始後３～４年の確認項目見直しの際に、再生可能資源、バ

イオマスプラスチック等について、自動車の利用状況、また経済性等を勘案した上で確認

項目として加えることについて検討したいと考えてございます。 

 スライド９枚目について、財源でございます。財源は、合同会議の報告書も踏まえまし

て、特預金を財源といたします。割引金額は、本制度の趣旨で、広く環境配慮設計を推進

するという趣旨を鑑み、資金管理料金と情報管理料金を除くリサイクル料金の全額を割り

引くことを考えてございます。 

 実施期間としましては、新車の平均買替え年数 8.1年を踏まえまして、10年程度を考え

てございます。 

 スライド 10枚目、リサイクル券の表記については、割引の前と後の金額を両方併記する

こととしたいと考えてございます。 

 また、割引と還付と２つ方法がございまして、還付の方は１回料金をいただいて返す方

法で、割引はシステムを改修して、あらかじめ割引をするという方法でございまして、今

回は後者の割引を採用することを考えてございます。 

 11スライド目で、審査でございます。審査は資金管理実務を担う資金管理法人が取りま

とめを行うこととしまして、実際審査を行う際には、知見を持つ第３者機関、ＩＳＯ9001

の認証を行うことができる認定機関に委託していただきます。 

 審査は、最初に書類審査をしまして、その後、②として期中監査、③のフォローアップ

調査という順番で実施をしたいと考えております。 

 事前審査は、基本的には書類ベースでございます。 

 次の期中監査は、サンプリングにより抽出した対象車種について、実地調査を考えてご

ざいます。 

 フォローアップ調査は、制度に参加する車種全てについて、再生プラの利用量等を確認

することを考えてございます。 

 12スライド目でございますが、基準不適合の際の考え方として、まず自然災害による事
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故等の場合は、個別の事案に応じ、一定の期間内は特段の対応は不要とすること。 

 次に、再生プラスチックが調達できないなどによって基準に適合しない場合で、その車

が割り引かれてしまった場合には、メーカーは当該車両が廃車となった際にリサイクル料

金の払渡しを受けないこととする。 

 ３つ目でございますが、そういった基準不適合で、隠蔽等が意図的に実施されていた場

合には、リサイクル料金の払渡しを受けないことに加えて、当該事実を公表することとい

たします。 

 最後の丸でございますが、こういった表示やラベリングなどが消費者保護制度に抵触し

ないように留意する必要があるということを書き足してございます。 

 13スライド目で、周知でございます。こちらはユーザー、コンパウンダー、部品メーカ

ー、ディーラーの方々に様々な周知が必要と考えてございまして、こちらは制度開始の１

年または１年半程度から実施することが必要と考えてございます。 

 14スライド目、制度のフォローアップについて、この制度実施に当たっては、必要なデ

ータ収集を通じまして制度運用にフィードバックしていくということが必要と考えてござ

います。 

 下の表の真ん中のフォローアップ項目のところに、フォローアップが望ましい項目を書

いてございまして、ユーザーの認知度、制度対象車の販売台数、解体段階での資源の取り

外し状況、ＡＳＲの発生量、使用済自動車由来の再プラの使用量、また、全体の再プラの

使用量、こういったものをウォッチしていく必要があると考えてございます。 

 次に 15スライド目で、制度の実施に向けた今後の進め方でございます。１つ目の丸でご

ざいます。現状、ＥＬＶ由来のプラは品質・コスト面の課題がありまして、自動車向けの

利用は限定的でございますので、制度開始の前に実証事業を行いまして、自動車向けに利

用できることを確認する必要があると考えてございます。 

 ２つ目の丸で実証事業の内容を小さい文字で５つ書いてございますが、小規模ロットで

の品質やコスト評価、有害物質への対応、コンパウンダーにおける品質管理、量産化技術、

また、車両の軽量化を阻害しないこと、こういった点について確認をしたいと考えてござ

います。 

 次の丸でございます。実証事業の進捗について、毎年、合同会議にご報告をしまして、

制度開始の可否を判断していきたいと考えております。 

 最後、16 スライド目に今後の進め方を図で書いてございます。上の左の方に、デカＢＤ
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Ｅ廃絶へ各国担保措置導入というのが灰色の矢印で書いております。また、下の方に、先

ほど申し上げた実証事業について、ＥＬＶ由来のものが使えるかという実証。矢印が１個

進みまして、量産化が大丈夫かと。この２つの実証を書いてございます。この実証の状況

を、そこから黒い矢印が出てございますが、合同会議にて技術開発の状況を確認、制度開

始の可否を判断と書いてございます。ここで事業実施が可能ということになりますと、上

のオレンジ色の矢印で、各メーカーに車種開発に入っていただき、その後、割引制度開始

ということを考えてございます。 

 ご説明は以上になります。 

○永田座長  どうもありがとうございました。それでは、先ほどと同様に質疑を行いた

いと思いますので、ご意見のある方は名札を立てていただけますでしょうか。 

○森谷委員  簡単な質問です。使用済自動車由来の再生プラのトレーサビリティといい

ますか、それはどのようなシステムで図ることになるのでしょうか。 

○大塚委員  ２点ございますけれども、１つは、この資料自体のタイトルとの関係のこ

とでちょっとお伺いしておきたいというか、意見を申し上げておきたいと思います。今ま

での合同会議の報告書提言で、２ページの最後のところに抜粋してあるものにおきまして

も、環境配慮設計と再生資源利用ということが重要になっていると思いますので、「再生資

源利用等」の「等」に入るのかもしれませんが、環境配慮設計の方がむしろ第１順位なの

で、「環境配慮設計」という言葉もぜひ入れていただく必要があるのではないかと。落ちて

いるのはなぜか、ちょっとよくわかりませんので、その点も含めて意見と質問という形で

１つ申し上げておきたいと思います。 

 それからもう１つですが、これもさっきと同じような話で恐縮なのですけれども、今回

も特定再資源化の預託金等の話なので、これもたぶん法令の根拠はこれからということに

なると思うのですが、還付ではなくて割引にしますということも含めて、法令の整理をぜ

ひしていただく必要があると思いますので、お願いとして申し上げておきたいと思います。

国民の権利義務と関係することなので、こういうことだけで決めてしまうのはちょっとど

うかなということを申し上げておきたいと思います。 

○赤穂委員  自動車業界という大きな市場の中で再生プラスチックの利用を促進すると

いう制度が始まるとなると、再生プラの相場にも相当大きな影響を与えるのではないかと

思っています。そこら辺、需要と供給のバランスをどううまくはかっていくのか、これを

しっかり見ていかないといけないと思います。 
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 それと、この制度の対象となるのが年間平均 10万台程度ということですが、これは市場

に販売される車の中ではそんなに大きな台数ではないと思います。これも実際に始まって

すぐに枠がいっぱいになって、ユーザーがそれを見越して購入しようとしていても、なか

なかその対象にならなかったというようなことにならないのか。この 10万台という根拠を

どう見ておられるのかというのをご説明いただきたいと思います。 

○酒井（伸）委員  大塚先生から既に「環境配慮設計」というネーミングを題にしては

というご意見が出ましたが、ちょっと追加で、全く同感でございますので、意見を申し上

げたいと思います。再生資源利用に加えて、エネルギー効率化とか、温室効果ガス対策と

いうのは、この製品の場合、非常に重要な話でありますし、また、健康、あるいは安全と

いったところ、これへの配慮もしながら考えていくべきところというところでいけば、よ

り広い概念を制度の名称として与えておいた方がいいという、そういう趣旨の意見でござ

います。 

 それからもう１点、６ページのところで、ＰＯＰｓ条約、デカブロモジフェニルエーテ

ルについての指摘を書いていただいているのですが、「実証事業の中で有害物質が含まれて

いないことを確認する」、これはここでの確認で必要十分かという点は今後十分に考えてい

かないといけない話だと思っております。つまり、一定のモニタリングを含めたしっかり

したシステムが必要な話で、その中で再生プラの品質がどう保証されるかということを確

認していかねばならないということなので、あまり実証事業だけで終わるようなイメージ

はつくらない方がいいと思います。 

○佐藤委員  再生プラスチックの使用を拡大することは、循環型社会の中では非常に重

要だと思っております。しかし、自動車の製造で利用するということが現実的なのかとい

うことについては疑問を感じております。再生プラスチックの利用は家電製品でも行われ

ていますが、自動車は耐用年数が長く、安全性に関する配慮も必要だと思います。自動車

リサイクルからできた再生プラスチックをもっと耐用年数の短い商品に利用するというこ

とによって、多様なリサイクル、資源循環ができるということもあると思います。資源と

しての多様な用途を考えることが合理的ではないでしょうか。 

○永田座長  どうもありがとうございました。一通り、よろしいでしょうか。ご意見を

頂戴しました。それでは事務局の方から、お答えできるものを答えてください。 

○泉リサイクル推進室室長補佐  森谷委員からのご質問で、ＥＬＶ由来のもの、トレー

サビリティをどうするかというご質問でございます。こちらは事前の書類審査の際に、ど
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この解体事業者から、どういった物を仕入れるのかという仕入れ表みたいなものを書類と

してコンパウンダー経由でメーカーから提出していただこうと考えてございます。こちら、

今既にやられているエコマークの制度を参考とさせていただいてございます。 

 次に大塚委員、酒井委員からいただきましたタイトルについてのご指摘でございますが、

昨年度からプラスチックということで検討した経緯もあって、「等」になってございます。

今ご指摘のとおりのところがあると思いますので、変える方向での検討が必要かと感じて

ございます。 

 また、大塚委員からご指摘いただいた特預金の扱い方として、還付と割引についての法

制度も含めた検討のご指摘でございます。現在、法の中で認可を受けて割引をするという

ことが規定されておりまして、省令の中で割り引く際の最低額を規定するものがございま

す。そちらの条例が今はない状態ですので、少なくともそちらの省令の対応が必要で、今

ご指摘いただいた点についても改めて整理をしたいと考えてございます。 

 赤穂委員の再生プラの相場の需給バランスと、あと 10万台をあわせてでございますが、

10万台というのは、諮問委員会の方からの使途についての報告書、昨年の合同会議でご報

告いただいたものに大体 100億円程度という記載もございまして、また、10年間で、割引

金額は全額なので１万円程度ということを勘案して割り算をしまして、１年 10万台程度と

いうことでございます。 

 そうしますと、ご指摘いただいたように、かなりトップランナーな制度になりますので、

基準値をこれから議論していく際には非常に慎重に議論して、今ご指摘いただいたような、

枠がすぐいっぱいになってしまうという事態を避けたいと考えてございます。また、そう

いったかなりトップランナーですので、再生プラの全体の状況から考えると、需給バラン

スが大きくすぐに崩れるという状況ではないと認識をしてございます。 

 酒井委員からご指摘いただきましたモニタリング、システムも含めた対応ということで、

こちらはしっかり検討させていただきます。 

 佐藤委員からご指摘いただきました、再生プラは自動車に限らない方がいいのではない

かということは、ご指摘の部分もあると思ってございまして、この制度の中では自動車の

基準のところと、全てのプラの基準、２つ設けて、多様な使い方を推奨しつつ、ＡＳＲの

削減に資すると。そういった制度にしていきたいということを考えてございます。 

○永田座長  よろしいでしょうか。いかがでしょうか。この問題に関しましてご意見ご

ざいますでしょうか。 
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○乗田委員  先ほどの私の質問と今の佐藤委員からのご質問に絡めてなのですが、ガラ

スの再生なのですが、実は私どもの会員の方で、いわゆる自動車由来のガラスから、一部、

再生ガラスといいましょうか、ガラス製品をつくっているような事例も出てまいりました。

ですから、さっきも申しましたけど、Car to Carだけではなくて、私も専門的なことは存

じませんけれど、自動車に使われているガラスというのは特殊なガラスで、なかなか再生

利用が難しいというふうには伺っておりますけれども、慎重にといいましょうか、前向き

に検討していただいて、ぜひガラスの再生利用ということも、３Ｒの進化という意味で前

向きにご検討いただきたいと思っております。 

○永田座長  どうもありがとうございました。今回、説明がありましたように、これか

らさらに検討を進めながら実際に実施するかどうか、また来年度、ここの場で判断いただ

く。引き続いてそういうものを繰り返していきながら、実際に実施するということを決定

していただくということになりますので、いただいたご意見の方は、検討の中で十分対応

させていただくということにしたいと思っています。 

 １点だけ、自工会の方のＤｆＥの基準ができているわけですが、酒井先生にあれなので

すけど、「有害性」と「有毒性」という文言が使われ、そこの後ろが今度は「環境負荷物質」

という言葉になって出てくるのですけど、この辺の関係がどうもすっきり整理されていな

いなと。 「環境負荷物質」についてはきちんと表現の方を確定するようにということで

議論があったのですけど、そのまま「環境負荷物質」という言葉で使われてきたので、

その辺のところの確認。自工会の方のガイドラインというのが結構重要な意味を持って

くるということにこれからなってきますので、この資料につきましても、後ほどもう一遍

説明があるのでしたっけ、これは。 

○泉リサイクル推進室室長補佐  ガイドラインについてはないです。 

○永田座長  ないですよね。ちょっと見ていただいて、ご意見があるような方はまたお

送りいただけるとありがたいなと思っているのですが、私は、ちょっとさかのぼってしま

って申しわけないのですけど、先ほどの資料の中に自工会のガイドラインというのが出て

くるのですけど、情報提供の中で書かれている内容が新規の分の情報提供、新規というの

は再生資源とか、再生可能資源の活用という部分ですね。今回、そういう意味では、イン

センティブ制度の中で重要な意味を持つ、情報提供の内容が触れられていないなと。３番

目のところですよ。情報開示の方ではいろいろ書いてあるのですが、その辺のところも自

工会の方でもう１度見直していただければと。 
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 それから、この制度自体がもう少しユーザーに対する配慮というのが必要なのではない

かと思っていまして、特に、例えばこの制度が、四半期ごとなのでしょうか、そこでチェ

ックされて、十分にこの基準を満たしていないという車がもう既に世の中で、この基準を

満たしているという形で売られたということになったときに、その買ったユーザーに対し

てどういうサポートをする必要があるのか。特に環境配慮だと思って、環境に対して気遣

いをしたいという思いでこの車を買った人というのもいるわけで、そういう人たちを養成

していこうというのがこの制度になってくるわけですけど、そういう人たちに対してどう

いう手当てをしていかなければいけないかというのは、もう少しきちんと考えておく必要

がありそうだなと思っていますので、今後の検討の中で少しお願いしておきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

○酒井（伸）委員  確かに今回の自動車工業会のガイドラインの見直しの中でも「環境

負荷物質」という言葉がそのまま引き継がれておりまして、当初、工業会が取り組みに

なられたときは、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、ここを意識して、この物質の総称

で運用されてきたと私自身は理解しております。そういう意味では、「環境負荷物質」とい

いましても、様々な幅広い概念でございますから、ここをもう少し特定的に扱っていくの

であれば、名称を含めて再度検討していただいていい時期かなとは思っております。 

 加えて、先ほどＰＯＰｓ条約で云々という、デカブロモジフェニルエーテルというのは、

そういう意味では自主的取組の中でもこれまで取り組まれていない物質でございますので、

そういった意味で、これが環境負荷物質になぜ入らないのだというような議論も出てくる

ことを考えれば、少しはっきりと対処を明確にされた方がいいというふうには、個人的に

は思っております。 

○永田座長  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。議題の３番目、「平成 28年度の自動車リ

サイクル法の施行状況等について」ということで、資料５に基づき、まず事務局の方から

説明をしてもらいます。 

○綱島自動車課課長補佐  それでは、資料５に基づきましてご説明いたします。 

 「自動車リサイクル法の施行状況」ということで、２枚目のスライドをまずお願いいた

します。ここに、この資料全体の概要が載ってございます。 

 （１）①にございます使用済自動車の引取台数は、平成 28年度、310万台ございまして、

減少傾向でございました。 
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 ②にございます３品目の引取状況は、フロン類が約 270万件、エアバッグ類が約 240万

件、ＡＳＲが約 280万件程度でございました。 

 ③の再資源化状況でございますが、シュレッダーダスト、エアバッグが、それぞれ 98％

程度、93～94％程度でございまして、いずれも法令で定められた目標を達成しております。 

 （２）の事業者の登録・許可の状況ですが、業者は全体的には減少傾向にございまして、

合計約５万 2,000 事業者ということでございます。 

 （３）リサイクル料金の預託状況でございますが、ほぼ新車購入時に預託がなされてお

りまして、合計で約 510万台、約 530億円の預託が昨年度実施されました。 

 また、②でございますが、預託金の残高は約 8,530億円でございました。 

 ③の輸出返還の状況でございますが、約 134万台、約 169億円の返還実績でございまし

た。 

 （４）が不法投棄対策、不適正保管や離島対策の状況でございます。①ということで、

全国の不法投棄・不適正保管車両は 4,833 台で、前年度比で 756 台減少しました。100 台

以上の大規模案件は８件、1,446 台でございました。 

 ②の離島対策の実績でございます。28年度は 85市町村で２万 1,873 台、29年度は、こ

れは計画ではございますが、81市町村で約２万 4,000 台ということで、ほぼ例年どおりで

ございます。 

 ３枚目のスライドをご覧ください。これ以降のページには、それぞれの項目について、

より詳細が載ってございます。時間もございますので、かいつまんで説明させていただけ

ればと存じます。 

 ３ページ、②の使用年数ですが、引き続き延伸をしているというところでございます。 

 ③の中古車販売台数は、28年度、676万台ということで、こちらは減少傾向でございま

す。 

 ④オークション流通台数、28年度、722万台ということで、こちらは安定して推移をし

ております。 

 ⑤の中古自動車の輸出状況でございますが、こちらは昨年度、151 万台ということで、

若干減少しております。 

 ４ページは飛ばしていただきまして、５ページをご覧いただければと思います。③自動

車メーカーのリサイクル率でございますが、シュレッダーダストは若干上昇、エアバッグ

類は横ばいの状況でございました。 



22 

 ６ページは飛ばしまして、７ページをお願いいたします。（エ）自動車由来の最終処分量

でございますが、一番左側の列の②が単純焼却で、③が埋立でございますが、こちらは昨

年度も０を継続しております。 

 下の⑤でございますが、１台当たりの最終処分量は少し減りまして、昨年度は約４キロ

でございました。 

 （オ）全部利用による処理状況でございますが、解体工程からのガラ輸出、一部増加を

しておりますが、それ以外は減少しているという状況でございます。 

 次のページは飛ばしまして、９ページをお願いいたします。こちらは自治体からの行政

処分等の状況でございますが、関連事業者という一番上の欄、指導・助言が平成 25年度か

ら増えております。 

 ②の平成 28年度停止・取消処分の事例というところでございますが、取消処分につきま

しては合計６件ございました。 

 10ページと 11 ページは飛ばしていただきまして、12ページをお願いいたします。こち

らはリサイクル料金の払渡しの状況でございますが、平成 28年度、合計が約 1,100 万件と

いうことでございまして、合計の料金が約 335億円でございます。 

 次のページは飛ばしていただきまして、14ページをお願いいたします。こちら、特預金

の発生状況でございまして、総額（年度別）の平成 28年度を見ますと、15.63 億円という

ことでございました。 

 ⑤が特預金の出えん状況でございます。資金管理業務として、支援事業で昨年度 1.5億

円の出えんを行いました。 

 次のページ、15 ページをお願いいたします。リサイクルシステムの稼働状況でございま

すが、平成 28年度の安定稼働率は 99.9％と安定的に稼働しております。 

 ②のコンタクトセンターの稼働状況でございますが、問い合せ件数は全体的に減少して

おりまして、近年は一般ユーザーの方からの問い合わせ割合の増加が見られるという状況

でございます。 

 16 ページ、17 ページは飛ばしていただきまして、18 ページをご覧ください。こちら、

不法投棄・不適正保管の状況でございますが、先ほど申し上げたとおり、全国で 4,833台

でございまして、昨年度から約 750台程度減りました。 

 ②の大規模案件、これは 100台以上のものですが、こちらは１件減少して、新規発生が

３件でございました。 
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 次のページ、19ページをご覧ください。こちらは大規模案件の状況でございます。現在

８件ございまして、前のページで申し上げた新規発生３件の内訳でございますが、こちら

は台数が増加して 100 台以上の大規模案件に格上げをされた岩手県の事案と、あと沖縄県

の２件でございます。 

 下の④の不法投棄等対策の概要ということで、こちらは行政代執行による補填でござい

まして、過去３件ございました。こちらの変更はございません。 

 最後に20ページをご覧ください。こちらは先ほどご説明申し上げた85市町村に対して、

28年度、海上輸送費用を支援したということでございます。 

 駆け足ではございますが、資料の説明は以上になります。 

○永田座長  どうもありがとうございました。それでは、この件に関しましても、ご意

見、ご質問等を頂戴したいと思いますので、またよろしくお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

○鬼沢委員  15ページにあります、自動車リサイクルにおける情報の流れの部分の②コ

ンタクトセンターへの一般ユーザーからの問い合わせが増えているという、これはユーザ

ーが自動車リサイクルに関して非常に関心を示しているということで、いいことだと思う

のですが、どういった内容が増えているのでしょうか。 

○永田座長  とりあえず答えていただけますか。詳細、わかりますか。 

○泉リサイクル推進室室長補佐  今、手元にデータがございませんので、またお調べし

て、皆様に情報提供するようにいたします。 

○永田座長  後ろにおられる方で、ＪＡＲＣの人でわかる人、いますか。 

○傍聴者  ＪＡＲＣのコンタクトセンターを運営している者ですけれども、詳細なデー

タはございませんけれども、一番多いのが、今持っている車の関係のリサイクル券を紛失

しましたので再発行していただきたいのですけどというのが一番多くございまして、その

他はまた持ち帰って詳細は調べないとわからない次第でございます。 

○永田座長  よろしいでしょうか。皆さん考えていただいている間に私の方からあれな

のですが、14 ページのところで、先ほども話題になりました特預金の話が出てくるのです

が、諮問委員会の方でも少し話題になったのですけど、この 15億円というのが平成 28年

度、大体コンスタントにこれぐらいのお金が毎年出てくるのですよね。先ほどのインセン

ティブ制度でどのぐらいのお金を使うかというと、大体これと同じぐらいのお金なのです。

それ以外にももちろん、特預金の使途としていろいろ議論していただいたもので使います
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が、ほぼ、入ってくるのと出てくるのと同じで、特預金が、そのまま同じぐらいのお金が

残ってしまうという状況があり得るのですよね。そういう意味で、もう少しまたこれの使

い方をご議論していただく必要がありそうだなと思っていますので、その検討もよろしく

お願いしておきたいと思います。 

 それから、先ほども話になりましたが、18 ページから 19 ページにかけての不法投棄、

あるいは不適正保管の話なのですが、特に新規にこういう問題が発生してくるというのは、

我々、リサイクル法設計当時の話としてはこれを削減していく、削減するのは、実態とし

ては減ってきてはいるのですけど、新しいものが発生してくるということはないだろうと。

そういうふうな制度にしたはずだという思いが強いのですね。その中で新しく発生してく

る。特に沖縄県のような特殊な事情のところ、状況のところでそういう問題が起こってい

る。岩手県の場合は、詳細はよくわかりませんが、こういう点をもう少しきちんと調査し

ていただいて、こういう問題が消滅していくような方向性というのをはっきり確認してい

ただきたいなと思っておるところでございます。 

 それからもう１点は、これも前から話題になっているのですが、17ページのところに工

程ごとの遅延発生件数というのが出てまいりまして、ほとんど変わらないのですが、多い

のは最後の破砕工程のところで遅延発生が相変わらず多いと。この辺は廃掃法全体の問題

ともかかわってくるのですが、これをこのまま放置しておくといいますか、しょうがない

のだという形で置いておくのかどうか。この辺のところもぜひ皆さんの方からご意見を頂

戴しながら議論してまいりたいという対象になるのではないかと思っています。よろしく

お願いいたします。 

 何かコメントはありますか。 

○佐藤委員  不適正な保管、あるいは不法投棄状態が見つかったときに、どうやって費

用を出えんをするかという仕組みがよくわかりません。金額のうちの何％かは自治体が負

担するシステムになっています。そうすると、自治体が、予算がとれないということにな

ると、出えんができないという結果になるのだと思います。自治体は、財政も逼迫してお

り、予算について議会の承認が得られない、なぜ所有者に適正処理をさせないのだという

話になると、なかなか対策が進まないと思うのですが、全額払うとモラルハザードが発生

するというふうに思われているのか、早目に対策を打つということの何か方法があるのか

ということをちょっと伺いたいと思います。 

○酒井（康）委員  今のご説明の中にもありましたように、使用済自動車の発生台数は
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やや低下傾向で、ここ数年来ずっと来ていると。その中で輸出等はほぼほぼ同じような数

字が出ていくというような状況が続いています。私どもは自動車解体業の現場を担ってい

るわけなのですが、現場では使用済自動車のボリュームが減ってきている中で、この先、

いろいろなこと、資源循環ですとか、そういうことに取り組まなきゃいけないという課題

については十分承知しているのですが、零細である業者も多いために、非常に経済的には

厳しい状況も抱えているというのが現状あるといったところですね。相場によって非常に

左右される部分もあるのですが、そういう新しい取組といいますか、ここ５年、10年先を

にらんだ取組をしていくという中では、今日の全体の流れの議論の中でも、我々の現場サ

イドが経済性を担保できるようなことというのもぜひ考慮いただきたいと。これは当然、

それを考慮した上での議論だということだとは思っておりますが、業界の代表といたしま

して、一言、お願いとご意見ということで申し上げます。 

○永田座長  どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは、以上で

この議題については終わりにさせていただきます。 

 続きまして議題の４番目ということになりますが、その他という扱いになっているので

すが、ちょっとその他というのはおかしいなという印象がありますが、業界の方の取組状

況ということで、いろいろお話をしていただければと思っています。まず資料６－１、６

－２に基づきまして、日本自動車工業会の細田様、それから嶋村さんより説明をしていた

だきます。 

○細田氏  それでは資料６－１「『環境負荷物質削減に関する自主取組み』の進捗状況に

ついて」、まず自動車工業会よりご報告いたします。 

 先ほど来、環境負荷物質に関してはご意見をいただいておりますが、今回のご報告は例

年どおりの、いわゆる４物質のご報告になっていることをまずはご理解いただきたいと思

います。 

 まず１番、経緯・まとめについて簡単にご説明いたします。1998年から鉛の削減という

ことで、自動車工業会で削減の自主取組みを進めてまいりました。 

 2002 年に環境負荷物質ということで、対象を鉛、水銀、六価クロム、カドミウムの４物

質に拡大しまして、新しい目標を設定して、さらに削減に努めてまいったところです。今

回のご報告は 2016年に販売いたしました新型車での実績のご報告となります。 

 続いて２番、削減目標設定の考え方でございます。こちらも簡単にご説明いたします。 

 まず１番、世界でトップクラス、ＥＵのＥＬＶ指令とも整合した厳しい自主目標となっ
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ております。 

 ２番目、鉛についてでございますが、削減の総量で目標を設定して、非常にわかりやす

い目標としております。 

 ３番目、水銀、カドミウム、六価クロムについては使用量を増やすことなく、時期を設

定して使用を禁止といたしております。 

 ４番目、その対象は乗用車だけではなく、ＥＵ廃車指令では対象外となっている大型の

商用車も含めた目標設定をいたしております。 

 ５番目、以上の取組の状況は各社がカタログやホームページなどで公表することとして

おります。 

 表１をご覧ください。左側が４物質の削減の目標、右側が 2016年の新型車での実績にな

っております。2016 年の新型車では、新型の乗用車で 13 モデルございましたが、大型の

商用車では対象のモデルはございませんでした。新型乗用車 13モデル全てにおいて４物質

の削減目標を達成いたしております。 

 それぞれの物質の状況につきまして、次のページでご説明いたします。まず３の（１）

鉛の状況でございます。図１をご覧ください。2006年以降、１台当たりの平均使用量は 100

グラム前後で削減が推移しております。引き続き、一般的なはんだ合金中の鉛を順次、鉛

のフリー化を進めていくとともに、現時点は技術的な対応ができない、例えば高融点はん

だの鉛などについても、関連の業界さんと連携いたしまして、技術開発を進めているとこ

ろでございます。 

 次に（２）水銀・六価クロム・カドミウムの使用禁止の状況でございます。水銀・六価

クロム・カドミウムについては、2016年、新型車の全てのモデルで使用の禁止を達成して

おります。水銀についてでございますが、現時点は除外部品とされております液晶ディス

プレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、室内灯、これらについても

新型車全てで水銀のフリー化を達成しており、今後も新型モデルへの切替え等で水銀のフ

リー化を進めてまいる所存です。 

 最後に、これら自主取組の達成状況の公表についてでございます。こちらについても現

在行っていることを継続いたしまして、カタログ、ホームページ、さらには環境報告書等、

様々な媒体を通じて情報の公開を行っておりますが、今後も自動車ユーザー様、関連業界

様にとってよりわかりやすい情報公開ということで、その取組を加速させていく所存でご

ざいます。 
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 以上でご報告を終わります。 

○永田座長  どうもありがとうございました。続けて資料６－２の方で。 

○嶋村委員  それでは、引き続きまして自工会の方より、資料６－２で次世代車の話と

新冷媒の取組状況ということで、ご説明をさせていただきます。 

 ページをめくりまして４ページ目のところで、全体の発生台数の大まかなトレンドとい

うことで、今年も載せております。全体的なトレンドとしては大きく変わらず、廃車の本

格的な発生時期は 2025 年以降と。要するに、今、平均車齢が 15年程度になっております

ので、2010年以降、発売が本格化しておりますので、2025 年以降になるであろうと見込ん

でおります。 

 続きまして、ページを飛ばしていただきまして６ページ目のところで、回収個数の状況

でございます。現状、まだまだ発生個数自体も少ないという状況でございます。 

 こういう状況から、自工会の方としましては、将来の適正処理が困ることのないように

ということで、７ページ目で、電炉さんでの適正処理ができないかというところで、その

確認をしたり、普通の産業廃棄物の施設でできないかというところもいろいろ今確認をし

たところでございます。 

 そういったことを受けまして８ページ目、自工会の方で共同の回収スキームというセー

フティネットをつくろうということで、取組を進めております。簡単に８ページ目の図を

説明いたしますと、真ん中上のところに解体業者がございますが、解体業者のところから

引取依頼ということで、実務運営主体の方へ引取依頼があれば、解体業者の方に電池の無

償回収をしに行くように、運送会社、電池リサイクル施設というところを仕組み化しまし

て回収をしていくというところでございます。 

 次のページで共同回収スキームの検討状況でございますが、18年度、来年度稼働開始と

いうことを目指しまして、本件、廃棄物に該当するということもございますので、本年 12

月に広域認定制度の環境省さんへの申請というのをするスケジュールで今準備をしておる

ところでございます。 

 10ページ目は、その他、リサイクルのみならずリユースということで、こちらはトヨタ

の定置用蓄電池にニッケル電池の方を活用している例でございます。 

 続いて 11 ページは日産さんのリチウムイオン電池を活用している例ということで、いず

れにしましても、リユース、リビルトにつきましては、技術的にはもう確立しているとこ

ろでございますので、あとは発生と需要を見ながら、実際どういうふうにビジネスとして
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回していくかという段階にあるのかなと思っております。 

 12ページ目が材料のリサイクルで、モーターの磁石というところでございます。こちら

はトヨタの例でございますが、磁石の方が値下がりをしておりますので、採算的には非常

に厳しいというところがわかっておるところでございますが、何とか続けられないかとい

うことでやっているというところでございます。 

 続きまして、ページが飛びまして 14ページのところで、ＦＣＶ、燃料電池車両のタンク

の適正処理ということで、こちらはＣＦＲＰを使ったタンクでございます。 

 基本的な工程としましては、14ページでありますとおり、ガスを抜いて、タンクを外し

て、そのタンクを、穴をあけたりとか、ニブラーで潰したりというクズ化をしまして、そ

の後、再資源化をするというところでございます。 

 こちらの方は、まだ発売している車両が少ないというところでございますので、実際の

廃車の発生自体は 2035 年とか、2040 年ぐらいになろうかとは思いますが、自工会の方で

は現時点から適正処理ということを考えておるというところで、15ページ目、まずはガス

をきちんと抜くというところ、ここも作業がメーカーによって異なるというのは解体事業

者の中で混乱しかねないということで、このガス抜きの作業を現時点で発売しております

トヨタとホンダで共通化しようということで、今検討を進めておるところでございます。 

 続いて 16 ページのところは具体的な処理の技術検討ということで、電気炉の方で幾つか

試験をしている最中でございます。こちらの方、電炉さんの方で処理ができれば非常にあ

りがたいなということで、今年もまた別の工場でやっていって、何とか 2035 年までに適正

処理施設がきちんと全国で確認できるようにということで進めております。 

 課題としては、若干燃え残りがあるというところで、そこをどういうふうに完全処理し

ていくかというところでございます。 

 続いて 17 ページ、これは東京鉄鋼八戸工場さんでの一貫処理が可能なことをとりあえず

確認したという結果でございます。 

 一方で、18 ページのところがマテリアルリサイクルということで、こちらのマテリアル

リサイクルの方も技術的にはおおむね確立済みと聞いておりますが、こちらも発生がまだ

まだない中、需要があっても供給がないということになりますので、ここの需給のバラン

ス、経済性との両立というところが課題かなと思っております。 

 19ページ、こちらは燃料電池の方になりますが、こちらは取り外して回収して貴金属を

リサイクルするというシステムを構築済みでございます。 
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 続きまして 20 ページが実際の解体デモということで、本年６月にトヨタの方でＥＬＶ機

構さんと協力しまして、20 名ぐらい、ＥＬＶ機構さんの方から人に来ていただきまして、

デモということで、ＦＣＶのＭＩＲＡＩのタンクの取り外し等のデモを行いましたという

ところでございます。 

 新冷媒が最後にありまして、新冷媒への切替状況のご報告を簡単にさせていただきます。

22ページでございます。16年度、国産車１車種、輸入車 18モデルで切り替え済みという

ことで、こちらは 2023 年までに順次切り替えを進めていくということで、自工会の方は取

り組んでおります。今後、これはモデルチェンジのタイミング等の問題がございまして、

16年度、ちょっと少なかったのですが、今後本格化する予定でございます。あわせて解体

事業者への周知ということで、経産省さんの方から通達が出た内容につきまして、自再協

でも解体事業者等への周知を強化しておるというところでございます。 

 以上のように、自工会、新規部品等の採用におきましては、廃車になって来るのは 15

年、20年先というところではございますが、そこを見据えて初期段階から解体事業者さん

に情報提供をし、リサイクル技術を開発しという取組をこのように進めておるというとこ

ろでございます。 

 長くなりましたが、ご説明は以上でございます。 

○永田座長  それではどうぞ、石田さん、次、お願いします。 

○石田氏  日本自動車輸入組合でございます。資料６－３をご覧ください。輸入車の環

境負荷物質の対応状況についてご説明をさせていただきます。現在の適合状況ですが、私

ども輸入組合では、会員インポーターが取り扱っております輸入車がＥＵ、欧州のＥＬＶ

指令の環境負荷物質要求に適合し、鉛、六価クロム、水銀、カドミウムの４物質に関する

削減量や使用廃止などの要件に従っているということを確認しております。 

 これは例えば南アフリカであるとかメキシコといった欧州の外で製造される欧州ブラン

ド車であったり、あるいは米国車についても同様に、この要件を満たしているという意味

であります。 

 このＥＵのＥＬＶ指令の環境負荷物質要求といいますのは、その第４条に規定がござい

まして、加盟国は 2003 年７月以降に市場投入される車両の材料及び構成部品が鉛、六価ク

ロム、水銀、カドミウムを含有しないということを保証するものということになっており

まして、附則Ⅱというところに、その適用除外、免除される材料と構成部品の一覧が記さ

れております。この資料２は、この附則Ⅱの現時点での最新版というものを掲載しており
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まして、それぞれの部品等の免除の範囲、期限というものをご確認いただくことが可能で

す。詳細は後でご覧いただければと思います。 

 以上でございます。 

○永田座長  どうもありがとうございました。続きまして、資料６－４に基づきまして、

鉛蓄電池再資源化協会の石川様より説明をしていただきます。どうぞ。 

○石川氏  ただいまご紹介いただきました、鉛蓄電池再資源化協会の石川でございます。

自動車用バッテリー・リサイクルシステムの運用状況につきまして、ご説明させていただ

きます。 

 １ページを見ていただきたいと思います。システムの概要でございますが、当協会が回

収を行っている鉛蓄電池は、自動車用、バイク用等の搭載しているエンジン始動用と言わ

れている鉛蓄電池で、使用済になったものを回収しております。 

 処理フローは右の図のとおりでございます。図のように、例えばユーザーが鉛蓄電池を

買いかえたときに、使用済の蓄電池は販売店に残ります。この使用済蓄電池を当協会が委

託しております回収事業者が回収し、それを同様に当協会が委託しております解体事業者

が解体し、処理が完了となります。なお、排出事業者、回収事業者、解体事業者間は、当

協会が運営しております情報システムにより管理・維持しております。 

 この事業につきまして、（２）のいきさつに書いてございますように、国内の電池メーカ

ー４社、鉛蓄電池輸入事業者２社が会員となり、回収・再資源化を行うためのセーフティ

ネットとして行われております。本格的な運用は５年前の 2012年７月からでございます。 

 運用体制は、排出事業者が、現時点でございますが、8,407社、回収事業者が 96社、解

体事業者が 14社となっております。 

 次のページを見ていただきたいと思います。排出事業者の登録状況でございます。図の

ように、排出事業者は本格稼働する前から、つまりスタート時、約 2,000社からスタート

しております。平成 28年度末は、先ほどお話ししました 8,407 社となっております。 

 右側の棒グラフは排出事業者を業種別にしたもので、部共販・カーディーラー、タイヤ

ショップ・タイヤ関連、ホームセンター・ディスカウントスーパー等の順になっており、

この３業種で約 64％、３分の２を占めております。 

 次のページを見ていただきたいと思います。３ページの運用実績でございます。表に平

成 28年度の運用実績が書いてございます。昨年度は、排出事業者は先ほどから何回も出て

きますが、8,400 強。処理件数が２万 8,704 件で、この件数は個数ではなく、回収を行っ
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た回数になります。処理量といたしましては１万 313トン。処理費用としては約４億 2,500

万となっております。なお、この処理費用は国内電池メーカーが製造者として全額を負担

しております。 

 次のページでございます。４ページを見ていただきたいと思います。電池の処理重量の

推移として書いてございます。図を見ていただきますと、2013 年をピークに減少が続いて

おります。これは鉛価格の高値により、有価回収が増えてきたためと考えております。 

 次のページ、今後の取組でございます。書いてございますように、まず１つとして、自

動車用鉛蓄電池リサイクルのセーフティネットとして、安定して活動が継続できるように

維持管理を行う。 

 もう１つとして、システムの適正な維持管理及び継続的な改善を行う。 

 前項の延長線上ではございますが、スマートフォンの活用による情報入力の迅速対応と

して、スマートフォンを活用いたしまして、回収事業者が回収時に行う処理を迅速かつ正

確に行うとともに、事務処理の省力化ができると考えております。また、今年度末には当

協会のリサイクルスキーム全ての関係者がそれぞれの場所で利用可能とする計画を進めて

おります。 

 バッテリーの排出事業者に対しては、さらなる普及啓発の推進を継続的に行う予定とし

ております。 

 これで説明を終わります。ご拝聴、ありがとうございました。 

○永田座長  どうもありがとうございました。続きまして、資料６－５を使いまして、

日本保安炎筒工業会の原様より説明していただきます。 

○原氏  日本保安炎筒工業会の原と申します。よろしくお願いします。資料ナンバー６

－５、「廃発炎筒処理システムの実績報告」ということでご説明させていただきます。 

 資料２ページをご覧ください。本システムは廃発炎筒の安全な回収、処理を進めるとい

うことを目的としたセーフティネットとして、廃棄物処理法の特例制度であります広域認

定を取得しまして、その後、関係者の皆様のご協力のもと、2013 年１月からシステムを稼

働しております。広域認定制度で、廃棄物となった自社の製品をユーザーから回収して再

資源化することを目的としております。発炎筒は火薬類であるため、火薬そのものを再資

源化することは困難でありまして、当初より処理時の熱回収を重視して運用しております。

また、広域認定事業者には再生利用率向上が求められております。発炎筒の場合、再資源

化可能なものとしてポリエチレン製の外装容器に着目し、これを再資源化することとして
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2016年から始めました。 

 資料３ページに概要、資料４ページに運搬と保管の内容を記載しております。 

 資料５から７ページなのですが、こちらに外装容器の再資源化開始に伴う追加情報を記

載しております。まず５ページですけれども、マテリアルリサイクル実施施設を２カ所増

やしましたので、そこを記載しております。 

 ６ページは再資源化の内容を記載しております。このフロー図は、特定の施設における

フローではなくて、廃発炎筒の処理における再資源化全体のイメージとなっております。 

 ７ページに、外装容器資源化の詳細な説明を示しております。焼却施設で検品後に手作

業にて１本ずつ外装容器と火薬部分に分別します。その後、火薬部分を遅滞なく焼却炉に

投入します。取り外した外装容器はプラスチックリサイクル業者に売却後、細かく粉砕し、

ペレット化され、プラスチック製品の再生原料として販売されます。再資源化に際しまし

ては、外装容器を手作業で本体から取り外しますので、発火のリスクを伴うといった安全

面での課題があります。容易に進められることではありませんが、作業の安全確保も含め、

ご理解・ご協力をいただけた２つの施設にて再資源化に取り組んでおるところでございま

す。 

 次に８ページ、実績でございます。回収実績の引取総本数は約 604万本でございました。

そのうち使用済自動車処理段階からの引取本数は 70 万 7,000 本でございます。2015 年と

比較すると約 10 万本増えて、前年比 126％となっております。2016年度は６月に省令改正

が実施されたので、それで数量が増加したというところも要因ではないかと思っておりま

す。 

 処理重量ですが、2016 年度は前年度に比べて約 20 トン減少しておりますが、これは外

装容器を再資源化量に回したというところでございます。 

 一番下の処理に伴う回収熱量ですが、熱回収を向上すべく、熱回収率の高い焼却施設へ

の持ち込みを増やしたことによって、１億 6,140万キロカロリーの回収熱量が得られまし

た。 

 今後の課題としまして、９ページ、10ページに記載しております。第１の課題は、使用

済自動車処理段階からの廃発炎筒の回収促進です。昨年度においても、事業者、関係団体

にご協力いただいて周知活動を行っております。本システムの利用者は 25社増加となりま

した。2016年度に稼働実績のあった解体業者のうち、約 1,000 事業者に対しては各種団体

を通じて周知してきたと考えております。この場をお借りし、ご協力いただいた皆様に御
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礼申し上げます。次なる課題は各種団体に属していない小規模事業者への周知ですが、こ

れにつきましては当会による努力のみでは限界がございます。ぜひともこのシステムがセ

ーフティネットであることの周知を再度、国や自治体にもご協力を頂戴したいと考えてい

る次第です。 

 第２の課題といたしましては、再生利用の向上がございます。今後も再資源化を促進し

ますが、当面は、再資源化を開始した２つの施設における事故防止を優先しながら、対応

を充実したいと考えております。 

 次に 10 ページですが、10 ページの課題については、現状では大きな問題はございませ

ん。今後とも、本システム一層の拡大と各課題に積極的に取り組んでいく所存です。引き

続き関係会社でのご理解、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 ご清聴、ありがとうございます。 

○永田座長  どうもありがとうございました。続きまして、資料６－６に基づきまして、

日本自動車タイヤ協会の赤松様より説明をしていただきます。 

○赤松氏  では説明させていただきます。まず概況につきましては、その後、個々に説

明する内容とダブりますので、こちらについては省略させていただきます。 

 次の３ページ目が廃タイヤの処理フロー図になっておりますが、日本国内で発生した廃

タイヤはこのようなルートでリサイクル、または適正処理されています。廃タイヤの場合

は通常の廃棄物、一般消費者から出る廃棄物というのは自治体が回収することになってお

りますので、タイヤの場合でいうと、大きさ的には粗大ごみのような形になるかと思いま

すが、廃タイヤ等につきましては市町村での処理が困難だということで、廃棄物処理法上

の適正処理困難物に指定されておりますので、タイヤ販売店が引き取ることになっており

ます。そのために、タイヤ業界としては、この引き取りを実施しているタイヤ販売店に対

する法律、廃棄物処理法の啓発等が重要になってきますので、実際に販売店を集めて、法

律的な講習会等を実施しているという取組を行っております。 

 次の３ページが廃タイヤの発生量とリサイクル状況になっております。こちらの方につ

きましては、国内で発生する廃タイヤの発生量というのは年間約１億本、約 100万トン程

度ですが、最近は生活環境や思考の変化により減少傾向にございます。これらは熱利用主

体で約 90％がリサイクルされておりますが、その他、埋め立てですとか焼却処分等、その

他の適正処理により、ほぼ 100％が適正処理されている状態にございます。 

 これは次のページを見ていただくとおわかりになるかと思いますが、現在、日本では廃
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タイヤが足りないという状況になっております。これは代替燃料としての需要が高いため

に、廃棄物が足りないというのも非常におかしな話なのですけれども、使う利用先で足り

ないものですから、海外からわざわざ切断、破砕品、切ったり砕いたりしたものを石炭の

かわりに有価物として輸入して不足分を補っている状況です。去年の１年間でも６万

6,000 トンばかり廃タイヤを輸入しておりますので、これだけ量が今足りていないという

状況になっております。 

 ５番、次のページですけれども、不法集積・不法投棄。こちらで言います不法集積とい

うのは、業者等が集めたまま倒産したりして山が残っているもの。不法投棄というのは、

山奥等に捨てられて、誰が捨てたかわからない。こういうような状況のものを指しており

ますが、こちらにつきましてもタイヤの需要の高まりを背景に減少傾向にございます。 

 例えば、近年ですと、先ほどのように海外からわざわざ廃タイヤを輸入している状況に

ありますので、近間の、街中のところに置いてある山だったら、ただで欲しいという利用

先の方もいらっしゃって、そういう形で片付いたのが数カ所、実際に関東地区でございま

す。ちょっと不謹慎な話になりますが、昔は廃タイヤ、非常に厄介者だったので、山奥、

あとは谷底なんかの目立たないところに捨てられておりましたが、これが今となっては、

街中に置いてあればもうちょっと簡単に片付くのになと思うようなところもございます。 

 このような状況で減少傾向にありまして、現在残っているものというのは山奥とかにあ

って、周辺住民の生活環境への支障が懸念されていないものがほとんどで、今現在、昔捨

てられたものが開発等によって新たに発見される場合はありますが、新規の案件の発見は

確認されておりません。 

 最後の７ページ、８ページは原状回復支援制度でして、タイヤ業界としましては、現在

残っている不法集積・不法投棄を片付けることを支援する目的で、2005 年からこのような

支援制度を実施しております。こちらにつきましては自治体が行うものを支援していくと

いう形で、最大 3,000 万円、かつ自治体全体の予算の３分の２を上限としております。 

 最後のページの６－２が運用実績になりますが、今までの 2005年から運用している実績

として合計で 22 案件、約３億 6,000万円を支援し、約 300万本、３万トンを撤去しており

ます。ちなみに、昨年は岐阜県瑞浪市に支援いたしました。現在も大方、周辺住民の生活

環境の支障が予想されるものについては撤去が完了しているような状況ですので、申請は

減少傾向にありますが、今後、開発等が進めば、またそういう撤去が必要になる事案が出

てくる可能性もありますので、タイヤ業界としては今後もこの制度を継続運用していくと
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いう考えでおります。 

 以上です。ありがとうございました。 

○永田座長  どうもありがとうございました。続きまして、最後になるかと思いますが、

資料６－７に基づきまして、日本自動車工業会の大門様より説明してもらいます。 

○大門氏  資料６－７をご覧ください。「二輪車リサイクル自主取り組み実施報告」でご

ざいます。二輪車リサイクル自主取り組み参加事業者連絡会の大門と申します。では配付

資料に沿ってご報告させていただきます。 

 まず 2016 年度、二輪車リサイクル自主取り組み参加事業者、これは国内の４メーカーと

輸入 12 事業者、資料の冒頭に記載しておりますとおりですが、2017 年度、今年に入りま

して、輸入事業者に若干の変更が生じております。その変更につきましては資料の２ペー

ジ目の最後に記載しておりますので、ご覧ください。 

 まずは 2016年度の実績といたしまして、引き取りの現状及び再資源化率についてご報告

いたします。まず引取総台数でございますが、1,696 台ありました。そのうちの 1,054 台

が一般ユーザーから、642 台が自治体からの引き取りでございます。本システムを利用す

る自治体の数は 52の自治体でございますが、そのうちの新規のご利用は 20の自治体でし

た。 

 ちなみに、引取車両のうち、本システムの開始後に販売されました車両というのは 175

台ありまして、総引取台数が 1,696台ありましたから、10.3％に相当いたします。 

 続いて再資源化率でございます。2015 年度までに 95％を達成するという目標を２年前倒

しの 2013 年度に達成しました。その後、95％を上回る再資源化率を維持しておりますが、

昨年度 2016 年度の全施設平均再資源化率は 97.5％まで上がり、これは過去最高のリサイ

クル率です。 

 続きまして、資料の２ページ目をご覧ください。2016年度の重点的活動でありました周

知広報活動及び二輪販売店に対する働きかけについてご報告いたします。周知広報活動は、

我々参加事業者がＪＡＲＣに委託し、主に自治体広報を通じた住民の周知、それから二輪

車のイベント及び二輪専門紙を通じたユーザー向けの周知を行っております。 

 まず住民広報についてですが、その効果をはかるために、定期的に自治体のＷｅｂのペ

ージでの二輪車廃棄時の表記を確認させていただいております。2017 年３月末時点では、

ＪＡＲＣの二輪車リサイクルページにリンクしてご案内する自治体の数、こちらが 422ご

ざいました。 
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 続いて、ユーザーへのシステムの認知度を確認するために、毎年開催される東京モータ

ーサイクルショー等々の二輪車イベントにて、来場ユーザーに対して「この仕組みを知っ

ていますか？」というアンケート調査を行っております。その結果、このシステムを知っ

ているという回答が 53.5％でした。 

 二輪車という商品の特性上、ユーザーにとって最も身近な廃棄相談先というのは二輪の

オートバイの販売店です。こちらの販売店に対して、このシステムを正しく理解して協力

いただくために、自動車公正取引協議会が主催する販売店向け講習会を利用したシステム

案内を実施してます。２０１６年実績でいいますと 3,055 名の方々に対して案内ができま

した。 

 最後に、２０１７年度の重点的取り組みであります周知広報活動及び再資源化率でござ

います。周知広報は従来どおりの活動を継続、実施いたします。再資源化率につきまして

も従来取り組んできましたシュレッダーダストの減量取り組みを進めまして、委託先施設

の全てにおいて再資源化率が向上するように努めてまいります。 

 最後の２ページはご参考までにお渡ししますが、2016年の周知広報活動の例を写真でご

紹介しておりますので、後ほどお時間があるときにご覧いただければと思っております。 

 以上でございます。ご清聴、ありがとうございました。 

○永田座長  どうもありがとうございました。以上で６に関します資料の説明は終わり

でございます。短時間の間にまとめていただきまして、各発表者の方、ご苦労でございま

した。ありがとうございました。 

 それでは早速、この件に関しますご意見、ご質問の頂戴に移りたいと思いますが、ちょ

っと時間が予定の時間を超えておりまして、一応 12時までということで会議は設定されて

おりますが、少し延ばさせていただくことをあらかじめご了承ください。 

 それでは、また先ほどと同様に、ご質問、ご意見がある方、名札を立てていただけます

でしょうか。 

○大塚委員  ごく簡単に３点だけ申し上げておきたいと思います。まず資料６－１でご

ざいますが、６－３とも関係するのですけれども、輸入車の方の方がＥＵのことは特にお

詳しいかと思いますが、先ほど酒井先生もお話しになったように、難燃剤の入ったものに

関して、プラスチックに関して問題があるかと思いますが、ＰＢＢとか、ＰＢＤＥとかと

いうのは、ＲｏＨＳの対象にはなっているのですけれども、ＥＬＶの方には対象になって

いないのではないかと思います。これは今後、対象になる可能性はどんな感じかというの
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をちょっと教えていただきたいのと、自動車工業会さんとしては今、４品目については対

象にして自主的に取り組んでおられますが、難燃剤に関しても取り組まれるご予定はない

かというのをご検討いただきたいということでございます。 

 最後の二輪車につきましては、廃棄時の無料回収をしておられるということで、台数は

少ないですけれども、敬意を表したいということを申し上げておきたいと思います。 

○鬼沢委員  自工会さんに質問です。嶋村さんが発表してくださった一番最後の新冷媒

への切替状況は、ＥＵに比べると、2023年までに順次切り替えというのはちょっと長い気

がするのですけど、これは車のモデルチェンジが、結果、2023年までじゃないと終わらな

いからできないということでしょうか。その確認です。 

 それからもう１点、発炎筒処理システムの方、原さんに質問ですが、９枚目のスライド

で、運用上の課題のところで、１の後半にありました小規模事業者に対しての周知という

ところは、それが必要だということはわかっていらっしゃいますが、今後、具体的にどう

いうふうにしていかれるのか、現在決まっていることがあったら教えていただきたいと思

います。 

○佐藤委員  まず電気自動車の電池の回収なのですが、これは広域認定を取得されると

いうことですけれども、自動車メーカーの方で取得されるのか、それとも電池メーカーで

取得されるのか、その合同なのかということを伺いたいと思います。 

 それから、鉛のバッテリーについては韓国への輸出が今停滞しているのではないかなと

思います。今後も有価物として扱うことは、鉛の有害性や適正処理費用の必要性から考え

ると難しいと思います。現在、鉛バッテリーの回収動向は変わっているのか。私の意見と

しては、自動車メーカーが主体的に鉛バッテリーの回収・リサイクルに関わるべき問題で

はないかと思っているのですが、自動車メーカーとの連携はどうなっているのかという点

ですね。 

 それからタイヤについても、需要があるので不適正処理はないというお話なのですが、

不適正保管の全体の量を見るとあまり減っておりませんで、相当過去の事案が堆積してい

るのではないかと思います。これも本来は自動車メーカーが関与して回収すべき問題では

ないかと思いますが、どうなっているかということを伺いたいと思います。 

○村上座長  今、佐藤委員からもありましたけれども、鉛の辺の話で、今回、バーゼル

法の話も動いていたりするので、今回というよりはたぶん次回ぐらいに様子見なのかなと

思いますけれども、ＳＢＲＡの話というよりは鉛蓄全体の話として一遍ご説明いただいた
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方がよろしいのではないか。そういうことをたぶんしなければいけないやつが幾つか出て

くるのだと思うので、都度都度でいいのですけれども、とりあえず現時点は鉛ということ

で、今後お願いできればと思います。 

○吉田委員  ６－２のバッテリー使用済の再利用なのですけれども、車に使用はできな

くても、家庭用であったり、定置用、非常にこれから需要が見込まれるとは思うのですけ

れども、車の製造関係を超えた連携といったものも今後必要になっていくかと思われます

けれども、そういった展開についてはどういうふうに考えられているか、お聞きしたいと

思います。 

○永田座長  後で後ろの方にお答えいただくことになると思いますので、答えを担当し

なくちゃいけない部分のメモはよくとっておいてください。今回も時間があまりないので、

皆さんの意見を全部聞いた上で、そちらに答えを要求したいと思いますので、よろしくお

願いします。大石さん、どうぞ。 

○大石委員  まず最初、資料６－１の環境負荷物質削減に対する自主取組で、それぞれ

やっていらっしゃること、これは解体事業者へはどのように順次情報展開をしているのか、

伝えているのかというところが１つ気になりましたので、教えていただければと思います。 

 資料６－６の廃タイヤのところなのですけれども、直接この場でお聞きすることではな

いのかもしれませんが、廃棄物を輸入するというその現状ですね。日本では足りないので

廃タイヤを輸入しているということなのですけれども、この理由といいますか、ほかのも

のでなかなか廃棄物を日本に持ってくるということはないのですけれども、何か実情で教

えていただけることがあれば、教えていただければと思います。 

○永田座長  よろしいでしょうか。後で追加という話になってきますと、もう時間も来

ておりますので難しいかなと思います。いただいた回答によってはご意見が出てくる可能

性もありますが、それぐらいにとどめておいていただければありがたいと思っています。

よろしいでしょうか。 

 私の方から、先ほど輸入組合の方から、酒井先生に振って話題にしました「環境負荷物

質」という言葉が使われているのですが、ＥＵ指令でＳＯＣ、「Substances of Concern」

とかという言葉が環境負荷物質と訳されてしまっているのですよね。ちょっとこれ、問題

だなという気がしていますので、そういう意味では環境省、それから、循環型社会なんか

の問題を検討されている酒井先生の部会、こういうところでもう少し早目に、これはどう

いうふうな形で日本語化するのかということを決めておいておかれた方がいいのではない
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かと。このまま行ってしまいますと、「環境負荷物質」という言葉で、今の話、全部通って

いっちゃう可能性もありそうだなと思っていますので、ちょっと注意をしていただければ

と。 

 バッテリーの費用負担の話で、私の記憶では、バッテリーでリサイクルにかかる費用と

いうのは、バッテリーの販売の方に上乗せして、メーカーがそれをよしとして受け入れて

新しい車に組み込んでいくという流れで、費用負担というのは、原則は内部で回っていく

ような、内部化したようなシステムになっているはずだと私は理解しているのですよね。 

 ところが、今の説明だと、これはバッテリーメーカーが負担しているのです。時々、容

器包装リサイクル法でも、メーカーが負担しているのですという話が出てきちゃうのです

けど、それはおかしいと。基本的には、儲けから出しているのではなくて、価格に乗っか

っているのだとすれば、ユーザーが負担しているのですよという原則論をきちんと把握し

ておかないと、今の説明でも、いかにも自分たちが対応しているというような説明になっ

ていますが、ユーザーのことを忘れているという気がいたしますので、そこをもう一遍確

認させてください。 

 発炎筒については、最後のページはあまり説明がありませんでしたが、これから内部化

していくのに、販売台数とか件数が減っていくと問題が起きますよと書いてあるのですが、

コストの話って一切出てこないのですよ。どのくらいの費用の状態になっているのか、ど

ういう形でそれぞれが負担するような状況になっているのかというのをもう１度資料とし

て出していただきたいなと思っています。 

 タイヤについては先ほどもご議論がございました。私も若干、この「不法集積」という

言葉が法律上でどこに当たって集積が問題になるのか。前は「不適正保管」という言葉を

使われていたのですけど、これとどういう関係があるのかというのも問題ですが、それと

先ほどもご指摘があったように、近年、それが減っていかないという状況が生まれている

わけです。一方で資金支援についても、あまりその間で実績がないといいますか、そうい

うのを見てきますと、自治体がやりづらいシステムになっているのではないか。使いにく

い形の状況が生まれているのではないかという気がいたしておりまして、こういう点、ほ

かのところとも共通する点があるかもしれません。よく調べていただいて対応をお願いし

たいなと思っているところでございます。 

 以上、全体まとめて質問の内容になっているかと思います。１つはこちら側で答えてい

ただかなくてはいけないものもあるかもしれません。それは最後にしてもらって、まず自
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工会から振らせていただきましょうか。 

○細田氏  環境負荷物質のうちの難燃剤に対する対応ということでご質問をいただきま

した。難燃剤についてはＰＯＰｓ等で論議の対象になった段階で既に自動車業界だけの問

題ではない論議がスタートすると考えていますので、それがいずれＥＵのＥＬＶ指令です

とか、国内でいえば化審法の法律に落ちる前に、もう既に業界としては、自動車メーカー

各社、もう動いていると。スタートは切りますが、どういう形でフェードアウトしていく

かというのを、時期をちゃんと考えて検討に入っているというものでございます。特に取

組に対して明言をするようなものではございませんが、対応はしているということをご報

告させていただきたいと思います。 

○嶋村委員  続いて鬼沢先生からの新冷媒、こちらの方は本当にモデルチェンジのタイ

ミングということで、設計に順次反映しておりますので、23年までに順次かわっていくと

いうことでございます。 

 続いて佐藤先生の方からＥＶの電池回収は誰がやるのかというところで、こちらの方は

カーメーカーの方になります。具体的な実務運営は自再協さんの方でやっていただくとい

うことを考えております。 

 あと、バッテリーとタイヤも自動車メーカーと連携が必要と。すみません、ここに関し

ては連携が必要な理由がよく理解できませんでしたので、こちらの理由の方を明確に教え

ていただければと思います。 

 「環境負荷物質」という言葉関係、ここら辺の化学物質関係に関しましては、先ほどお

話がありましたとおり、自動車リサイクル法という、この場というよりもかなり専門的な、

いろいろな欧州のＰＯＰｓの動向等がございますので、この場では限界があるかなと少し

思っておりまして、そういう面でいろいろな、酒井先生が出席されていらっしゃるような

会議体等においてしっかり議論していただければなと思っております。 

○永田座長  これで自工会は片付いたことになりますか。それでは、輸入組合は。 

○石田氏  臭素系難燃剤の対応につきましては、輸入車につきましても代替物質への置

きかえを進めているところでありまして、例えば今問題といいますか、課題になっており

ますデカＢＤＥにつきましては、申し合わせで 2018 年７月までにはその使用を完全撤廃す

るという方向で取り組んでいるところでございます。 

 新冷媒への切り替えにつきましても、なかなか冷媒が高いというようなこともあります

が、輸入車も切り替えを進めておりまして、18モデルが導入済みというのは資料に書いて
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あるとおりであります。台数のボリュームとしましては、新車販売に占める比率が 3.2％

ぐらいまで進んでいるということで、これがどんどん進んでいくものと思います。 

 「環境負荷物質」という言葉につきましては、先生方のアドバイスを聞きながら適切な

用語を使ってまいりたいと考えております。 

○石川氏  鉛蓄電池の状況につきまして、ご質問がございました件につきましてはバー

ゼル法の改正等における動向変化でございますが、基本的には、バーゼル法に関しては私

どもの範囲外でございまして、結果としてどうなるかだけの話でございます。私どもはそ

れを受けてどうにかするという問題ではございません。現時点においては昨年と同様の傾

向が出ておりますので、村上先生がおっしゃったように、今後の課題として受けていただ

ければと思います。 

○永田座長  費用負担の話はどうか。 

○石川氏  すみません、費用負担につきましては、もともと電池メーカーが自主取り組

みとして行っていたものを、電池メーカー４社が協力して行うということにスキームを変

えたものでございます。ですので、ある意味では座長のおっしゃるとおりかもしれません

が、私どももそこについてはあまりメーカーともそういう話をしておりませんので、よく

わからないのが状況でございます。 

○原氏  鬼沢委員からお話のありました、小規模業者さんへの周知ということなのです

けれども、16年に稼働した解体業者さんが 3,000以上程度の業者さんがあって、今、各団

体に登録されているのが大体 1,000 事業者と聞いていますので、2,000 以上程度が周知で

きていないというところもありまして、業界紙等に広告を載せて対応するとか、ホームペ

ージとかでいろいろ出しまして、やはりホームページとかで出していますと、問い合わせ

が結構来ていますので、そこに対して丁寧に対応して、徐々に増やしていくというのが実

情でございます。今後も広告活動はやっていくということであります。 

 永田先生の方からありました費用の件なのですが、実際、資料の 10ページにも処理費用

の内部化に伴う課題ということで、これは全体の販売本数と回収本数が合わなくなったと

きは検討いただきたいということで当初からお話し差し上げているのですけど、これにつ

きましては今のところ、毎年毎年、価格改定をしたり、いろいろやっておりまして、今の

ところ問題はないです。ただ、昨年からマテリアルリサイクルを始めまして、これにちょ

っと費用が多くかかってきているということがございまして、今後、価格が幾らかかるか

ということを確認して、内部化にさらにプラスになるかもしれないですけれども、各メー
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カーさんと相談をしていくという状況で今考えております。 

○永田座長  言っていることは、その費用の状況を公開しなさいという話なのですよ、

私が申し上げているのは。 

○原氏  今日、この場ではなくて、ということでしょうか。 

○永田座長  いやいや、そういう資料づくりをしてほしい。 

○原氏  わかりました。 

○赤松氏  ご質問いただいた点は大まかに２点かと思いますが、１つは不法集積・不法

投棄がなかなか減らない。それの原因として支援制度が使いづらいのではないかというこ

とが１つかと思いますが、こちらにつきましてはタイヤ業界としても、せっかくシステム

があるので、各自治体さんには、どうですかという支援、こういうものがありますよとい

うＰＲも行っておりますが、実際問題としてはお金の問題というよりも、山奥だとかでニ

ーズがないというのが自治体さんのお話の大部分を占めているかと考えております。 

 一方で、我々が勝手にというか、全額出して勝手にやるというのも、マスコミ等からは

違法行為の助長につながるという指摘もございましたので、自治体さんと協力してやるし

かないという状況ですので、できれば自治体さんの方でそういった撤去なりの事業をご相

談いただければと思っております。 

 もう１つ、廃棄物を輸入している理由ということなのですけれども、これは廃タイヤを

廃棄物と思うと、輸入しているのが非常に違和感はございますが、こちらはあくまでも利

用先としては廃棄物を輸入しているわけではなくて、石炭のかわりに燃料として、お金を

出して買っているような状況になっております。実際に廃タイヤを砕いたものというのは

大きさが大体５センチ角ぐらいで、非常に石炭と同じような形になっておりますので、置

きかえが楽なために利用が増えているというか、非常に使いやすいという話を伺っており

ます。 

○永田座長  よろしいでしょうか。佐藤さん、さっきの議論がかみ合わなかったところ

を補足願います。 

○佐藤委員  先ほどご質問がありましたので説明いたします。第一に、基本的には電気

自動車のバッテリーについて自動車メーカーが主体になることができるのに、なぜ鉛バッ

テリーについて自動車メーカーが主体になることができないのか、良くわかりません。 

 第二に、今のお話にもありましたけれども、結局、今の鉛バッテリー広域認定は消費者

に適正処理費用を負担させていなため、広域認定取得者はバッテリーを集めると損になる
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わけですよね、最初に消費者にお金を払ってもらっているならば、不法投棄だろうが何だ

ろうが、全部一生懸命集めなる必要があります。しかし、現在はボランティアで、基本的

にはできるだけ集めない方が楽だというシステムになっているので、結局集めない。そう

すると、不適正処理が、有価物という名前であったりするかもしれませんけれども、発生

します。廃バッテリーの発生量の把握と適正処理数が確認されないままに放置されている

ことになります。これはやはり私は自動車メーカーの責任だと思います。自動車業界全体

の問題として、確実に集めて適正処理をすると。そして、放置されていたら、それは前取

りしているわけですから、それは回収を徹底する。それが不法投棄を助長するかといった

ら、不法投棄は犯罪ですので警察に逮捕してもらうべきですね。すなわち、適正処理は国

民全体の環境保全のために自動車メーカーが資金管理及び回収システムの責任を持ち、不

法投棄の責任は刑事事件として対応すると、切り分けることが必要だと思います。ぜひと

も国を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 

○永田座長  ここで議論をすることは難しいかなと思っています。廃車のとき、使用済

みで出てくるのか、それとも使用過程で出てくるのかという話もあるし、もう既に産業と

して、その部品なり何なりをつくる業界が確立しているものとそうじゃないものとがあっ

たり、いろいろ考え方の整理が必要なのではないかなと思っていますので、また何かの機

会に議論していただきたいなと思います。 

 それと、後で環境省の方からまとめてコメントいただきますが、実はこの問題に関して、

この問題というのは、１年に一遍、各事業者なり、事業者団体がやっている取り組みにつ

いて報告していただくのですが、短時間の間に説明していただいて、なおかつ、短い時間

に質疑応答もしなくてはいけないという、そういう状態になってしまって、きっと皆さん

には、質問があるのだけど十分に時間がもらえていないので、今日は手を挙げていないの

だ、札を立てていないのだという人が多かろうと思いますし、納得した議論もできていな

いと思われているのだと思います。 

 私も時々、こういう会議に出てくると、フラストレーションがたまって帰るという場面

が多いなと思っていまして、そこで、この間の打ち合わせのときにお願いしておいたのは、

事前に報告会みたいな形で、もう少しそれぞれの団体からの時間をとり、先ほどもあった

ＪＡＲＣだとか、あるいは新規の財団ができましたよね。ああいうところからの報告も受

け、全体の話についても、環境省なり、経産省なりが説明していくというようなことをや

る。こういうものを１日でもしやったら、かなり議論はできるし、そういう意味では、情
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報量は多く共有できるのかなと思っていまして、事前というのがいつごろになるかわかり

ませんが、これが今の９月ごろだとすれば、７月かそこらにはきっとそういう会議を開催

して、そこで出てきたご意見等も踏まえた上でまた修正されたもの、考え方を整理したも

のをこの合同会議で報告してもらうというような形をとった方が効率的かなと。その報告

会には、各委員の先生方には、自由参加といいますか、ご案内を差し上げて、参加できる

方に参加してもらうというような格好をとっていったらどうかなと思っています。あるい

は、それ以外にもう少し聴講者については広げていってもいいのかもしれません。そんな

ことを少しこれから考えていきたいと思っています。これはさっき村上先生も言われたよ

うな話と共通してくるかなと思っていますので、対応していきたいと思います。 

 ということで、６について最後に環境省の方からまとめ的なコメントをもらいます。 

○小笠原リサイクル推進室長  永田先生、どうもありがとうございます。今のご指摘、

大変有用なご指摘だと思いますので、そういった方向で検討をしていきたいと思います。 

○山本環境再生・資源循環局次長  それで、特に不法投棄・不適正保管の問題ですね。

タイヤについても問題の指摘がありましたが、状況としては全体的に改善している中で、

どうしてもまだ解決し切れないで残っているものというのは、割と個別にその事情も見て、

丁寧に、どうすればそれが改善できるのかというのを、もう一段踏み込んで考えていかな

ければいけないというところはあると思いますので、そこは実態、よくお聞きした上で、

どんなことをやり得るのかというのは自治体側の状況も含めて、しっかり環境省としても

取り組んでまいりたいと思います。 

○永田座長  どうもありがとうございました。以上で本日の検討課題については終了と

させていただきます。事務局の方にお返しいたしますので、それ以外のことをまとめてく

ださい。 

○小笠原リサイクル推進室長  本日はお忙しいところ、闊達な議論及び円滑な進行にご

協力いただき、ありがとうございました。本日の資料につきましては既にＷｅｂサイトに

て公開させていただいているところでございます。また、本日の議事録については後日、

各委員に配付し、ご確認いただいた上で同じくＷｅｂサイトにて公開させていただきます

ので、ご了承ください。 

 それでは、最後に事務局を代表して、環境省環境再生・資源循環局次長の山本及び経済

産業省製造産業局自動車課自動車リサイクル室長の保坂より一言ご挨拶を申し上げます。 

○山本環境再生・資源循環局次長  遅れてまいりまして、申し訳ございませんでした。
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本日、委員の皆様方には大変ご熱心なご議論をいただき、どうもありがとうございました。

本日、全般的なご報告、状況説明以外にも新しい話として環境配慮設計、あるいは再生資

源利用が進んだ自動車へのインセンティブを与えるという新しい制度のお話、それから、

古くから続いております不法投棄・不適正保管対策についても非常に貴重なご意見をたく

さんいただいたと思っております。本日いただいたご意見をしっかり踏まえまして、今後、

取り組みを加速化させて、この自動車リサイクルの仕組み、リサイクルのトップランナー

でございますので、我が国の循環型社会づくりを牽引していくものということができるよ

うに、引き続き質の向上を進めてまいりたいと思います。引き続きのご指導、よろしくお

願いいたします。 

○保坂自動車リサイクル室長  経済産業省の保坂でございます。本日は長時間にわたり

活発にご議論いただきまして、まことにありがとうございます。委員の皆様方から再生プ

ラスチック使用車に対するリサイクル料金の割引制度を初めとします、自動車リサイクル

制度の高度化に向けた取組につきまして、示唆に富む様々なご意見をいただきました。今

後はこうした取組を着実に実行、実現していくことが重要でございますので、委員の皆様、

関係業界の皆様から引き続きご協力、ご指導いただきながら、政府としてもしっかり取り

組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。改めまして、本日はまことにありが

とうございました。 

○永田座長  どうも、長時間にわたりご議論いただきまして、ありがとうございました。

これをもって本会は終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

（了） 

 

 

お問合せ先 

製造産業局 自動車課 リサイクル担当 

電話：03-3501-1637 

FAX:03-3501-6691 


